
1 

 

食品安全委員会 

薬剤耐性菌に関するワーキンググループ（第 37 回） 

議事録 

 

 

１．日時 令和4年2月7日（月）14:00～16:52 

琢

２．場所 食品安全委員会 中会議室（Web会議システムを利用） 

 

３．議事 

（１）養殖水産動物に抗菌性物質が投与された場合に選択される薬剤耐性菌の食品健康影

響評価について 

（２）ハザードである薬剤耐性菌の考え方（案）について 

（３）その他 

 

４．出席者 

（専門委員） 

 浅井専門委員、荒川専門委員、今田専門委員、岡村専門委員、木村専門委員、 

 小西専門委員、佐々木専門委員、早川専門委員、早山専門委員、蒔田専門委員、 

 山岸専門委員 

（専門参考人） 

 池専門参考人、廣野専門参考人、福田専門参考人、古下専門参考人 

（食品安全委員会委員） 

 山本委員長、脇委員 

（事務局） 

 鋤柄事務局長、中事務局次長、石岡評価第二課長、高山評価調整官、矢野課長補佐、 

 平松評価専門職、田川技術参与 

（農林水産省） 

 柳澤専門官 

 

５．配付資料 

 資料１   薬剤耐性菌に係る意見聴取要請及び審議状況 

 資料２   養殖水産動物に抗菌性物質が投与された場合に選択される薬剤耐性菌の食
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品健康影響評価について 

 資料３   ハザードの特定に必要な情報 

 資料４   ハザードの特定に係る検討において考慮する細菌等の選択について 

 資料５－１ ハザードの特定に係る検討（簡易表） 

 資料５－２ ハザードの特定に係る検討（詳細表） 

 資料６   ハザードである薬剤耐性菌の考え方（案） 

 資料７   重要度ランクの改正に伴いランクが変更になる抗菌性物質とその理由 

 参考資料  家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響

に関する評価指針（抜粋） 

 

６．議事内容 

○荒川座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第37回「食品安全委員会薬

剤耐性菌に関するワーキンググループ」を開催させていただきます。 

 本日は、11名の専門委員が御出席です。御欠席の専門委員は、菅井専門委員です。 

 また、専門参考人としまして、池専門参考人、廣野専門参考人、福田専門参考人、古下

専門参考人にも御出席いただいております。 

 では、事務局から、議事、資料の確認と、「食品安全委員会における調査審議方法等に

ついて」に基づき、必要となる専門委員の調査、審議等への参加に関する事項について報

告を行ってください。 

○矢野課長補佐 了解いたしました。 

 本日の議事は「養殖水産動物に抗菌性物質が投与された場合に選択される薬剤耐性菌の

食品健康影響評価について」「ハザードである薬剤耐性菌の考え方（案）について」及び

「その他」です。 

 本調査会は原則として公開となっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、

本日は傍聴の方においでいただかずに開催することといたします。また、本調査会の様子

については、食品安全委員会のユーチューブチャンネルにおいて動画配信を行っておりま

す。 

 資料は、本日の議事次第、委員名簿、それから議事次第に記載した資料１～資料７の8

種類と参考資料でございます。また、机上配付資料を8種類お配りしております。不足の資

料等がございましたら、事務局にお知らせください。 

 また、専門委員の先生方から御提出いただきました確認書を確認いたしましたところ、

平成15年10月2日委員会決定２の（１）に規定する、調査審議等に参加しないこととなる事

由に該当する専門委員はいらっしゃいません。 

 以上です。 

○荒川座長 提出いただいた確認書について相違はございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、議題（１）「養殖水産動物に抗菌性物質が投与された場合に選択される薬剤

耐性菌の食品健康影響評価について」です。事務局は資料の説明をお願いいたします。 

○矢野課長補佐 了解いたしました。 

 そうしましたら、初めに背景等について説明をさせていただきます。資料２をお手元に

御準備ください。 

 初めに、経緯ですが、水産に関しましては何度か審議を行っておりますが、水産の評価

の方針につきまして本格的に審議を開始いたしましたのは前々回、昨年11月のワーキング

となります。今回はトライアルキックオフ後の初めての水産ワーキンググループとなりま

す。 

 おさらいですが、２にございますとおり、我々のマンデートは、既に農林水産省より評

価要請されておりますマクロライド系、テトラサイクリン系、スルフォンアミド系抗菌性

物質を養殖魚に使用した際に選択される薬剤耐性菌について評価を行うこととなっており

ます。 

 そして、その評価を行うために合意した事項を３に記載しております。簡潔に申し上げ

ますと、ぶり類に使用するマクロライド系抗菌性物質についてトライアルを行うというこ

とについて合意をしております。環境につきましては今回審議の対象とはいたしません。 

 また、対象を細菌に絞りまして、耐性遺伝子に関してはできる範囲で考慮すること、こ

の２つについても合意をしているところでございます。 

 ４の目標でございますが、養殖魚の評価を行う手法の確立となります。手法を確立いた

しましたら、必然的に評価に必要な情報も特定できることになります。 

 そして、５にございます今回のワーキングの審議事項でございます。今回はハザードの

特定の部分についてトライアルを開始いたします。トライアルを通じて達成したい目標な

のですけれども、まずはぶり類の指標細菌について特定をしたいと思っております。そし

て、ハザードの特定につきまして、現行の評価指針の考え方が果たして適用できるか、こ

この部分についてざっくばらんに先生方に御審議いただきたいと思っております。 

 また、審議の過程で、畜産では求めていないのだけれども、やはり水産を審議するため

にはこれが必要だろうというような情報であったり、特にこの部分を解決しないと前に進

めないという課題が見つかったりといったことがございましたら、その点も特定いただけ

ればと思っております。 

 次のページに移っていただきまして、今回、ハザードの特定のトライアルをするのです

けれども、ハザードが特定される、あるいはされないにかかわらず、今後の進め方につい

ても御審議をいただくことになります。 

 そして、６の留意事項でございます。今回用いました情報は、事務局で調べられる限り

集めたものでかき集めてきたものでございます。農林水産省よりフルのデータをもらって

評価書等を作成している場合とは異なりますので、その点御留意ください。要は、不足し
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ている情報があるというのは当たり前という前提でお話を進めることになります。今回は

あくまで考え方が適用できるかといったところに焦点を当てて御審議いただければと思い

ます。 

 ７の今後の作業及びスケジュールでございます。こちらは大変恐縮なのですけれども、

トライアルをやっているということで分かるとおり、今後どのように進むかというところ

は正直現時点では読めないところでございます。今年は5回程度ワーキンググループを開催

する予定でして、その5回を利用して審議できる状態でありますよということだけお伝えし

ておきます。 

 座長、簡単に、しかも駆け足で恐縮ですが、背景の御説明をいたしました。一度座長に

マイクをお返しいたします。 

○荒川座長 ただいま、事務局から資料に基づきまして御説明いただきましたけれども、

ただいまの御説明につきまして何か御質問などはございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、私のほうから1点確認させていただきたいのですけれども、５のハザードの特

定というところで、今回は取りあえずぶり類についてマクロライドを使用した場合のトラ

イアルなどを検討していかれるということなのですけれども、ぶりというのが一番魚とし

て多いからぶりを選択したという理解でよろしいのでしょうか。 

○矢野課長補佐 後ほど資料３に基づいて詳しく詳細は御説明させていただきますが、今

回ぶり類を選んだのは、マクロライド系抗菌性物質の使用がエリスロマイシンしかないと

いうことで、それが大変簡潔で分かりやすいのでトライアルの対象に選んだということで

ございます。このエリスロマイシンはほとんどがぶり類に使用されるということで、ぶり

類が選択されている状況でございます。以上です。 

○荒川座長 分かりました。 

 それでは、実際にトライアルの説明に入っていただく前に、今回、養殖水産動物に使用

される抗菌性物質の評価を具体的に進めるに当たって、初めに、本日御出席の専門委員の

先生方から、食品健康影響評価に特に関連する事項について焦点を当てて御発表いただけ

ると伺っています。それでは、事務局より御紹介等をお願いいたします 

○矢野課長補佐 了解いたしました。 

 ハザードの特定のトライアルに進む前に、トライアルとはいえ、水産の評価を実際に行

いますのは今回が初めてとなります。初回の本日は、水産の評価を行う上で必要な基礎的

な情報を幾つか3名の専門委員の先生及び農林水産省よりプレゼンをいただく予定でござ

います。それぞれ5分から10分ずつ解析のリスク評価を行うに当たり、必要な知識に絞って

プレゼンをお願いしているところです。 

 さらに、事務局から、冒頭3分程度なのですけれども、評価に際して知っておくとよいと

考えた情報も提供させていただきます。 

 プレゼンをしてくださる3名の先生方、農林水産省の柳澤さん、大変恐縮なのですけれど
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も、資料の操作がこちらのほうでしかできないので、プレゼンするときは次をお願いしま

すと言っていただきましたら、こちらのほうで操作いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 さらに。質疑応答なのですが、幾つかプレゼンが終了した段階でまとめて時間を取りた

いと思っております。では、早速事務局からプレゼンをさせていただきます。 

 初めに、私のほうから今まで我々の審議の対象としてきた畜産と水産の違いを少し見て

いきたいなと思っております。 

 こちら、事務局調べで恐縮なのですけれども、左側の水産はホームページから情報を取

ってきまして、畜産のほうは我々で情報を幾つか見つけて足し合わせたものになります。

国内における生産量と生産額をざっと比較した表になります。この数値だけを見ると、水

産は大体畜産の半分以下の規模かなということが分かるかと思います。ですが、これは最

近の話でして、このように推移を見ますと、水産は1984年をピークに生産量が減少傾向に

あることが分かると思います。他方、畜産のほうは増加傾向でして、近年、生産量が生産

と畜産で逆転しているということが分かるかと思います。 

 なお、1枚目のスライドで畜産の規模は水産の倍以上と言ったのですが、赤い線と青い線

を見たところ、2倍開いているようには見えないと思います。これは単純に生乳とか乳製品

の生産量が含まれていないので、実際には畜産はもう少し多い量があると思っていただけ

ればと思います。 

 ただし、我々が対象にするのは抗菌性物質が動物医薬品として使用される場、すなわち

養殖の場になりますので、それは海面養殖ですとこちらの灰色の部分、それほど大きな変

化がないように見えます。さらに、海面ではなくて内水面ですと、このグラフに出てこな

いぐらい規模が小さいということが分かると思います。 

 今、申し上げましたとおり、畜産とは違う点といたしまして、水産には天然と養殖の概

念がございます。全体の生産量の中で養殖がどれぐらいの割合を占めるかというのを示し

たのがこちらの図になります。こちらは2019年のデータなのですけれども、生産量だけで

比較いたしますと、海水面ですと約2割、内水面ですと6割が養殖業となっているという数

値がございました。 

 次に、今後我々が評価の対象とする魚種、すなわちどのような魚が養殖されているのか

という点について見ていきたいと思います。 

 これは2019年のデータなのですけれども、海面養殖業は水産の生産量の約22％を占めて

おりまして、内訳が青いグラフで示されております。一番多いのはノリ、続いてかき、ほ

たて貝、そして、今回トライアルの対象とするぶり類となります。横に魚に限定した推移

というのを入れてあるのですが、ぶり類、マダイ、ギンザケ、クロマグロ、この辺りが主

な魚種となっております。 

 次に内水面ですが、こちらも同じく2019年のデータで、生産量はわずかに1％を占めるも

のでございます。養殖されているのはウナギが半数以上、ほかにニジマス、アユ、コイが
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それぞれ10％前後となっております。こちらも推移を書いてあるのですけれども、ほかに

コイなども養殖されていたのですが、こちらはコイヘルペスの関係などで減少傾向とのこ

とです。コイに限らず全体的に減少傾向にあるのかなと事務局としては見ているところで

ございます。 

 そして、今回トライアルの対象となるぶりについても見ていきたいと思います。こちら

養殖と天然がほぼ半々となっております。生産地は、こちらは年度が消えているのですが、

2019年のデータです。申し訳ございません。ここを見ますと、ほぼ九州と四国で養殖され

ている状況であるということが分かります。畜産も生産地に濃淡はございますが、水産、

特に海面養殖はさらに養殖されている場所が決まっているといった印象を受けたところで

ございます。以上が生産に関する情報です。 

 次に、食べる部分に焦点を当てまして少し情報提供です。日本における1人当たりの消費

量の比較となっております。以前は魚介類のほうが消費量が多かったのですが、2010年あ

たりで畜産のほうが多くなっております。2018年の概算で肉類を33.5キロ、魚介では23.9

キロを1人当たり1年で食するということでございます。 

 そして、食中毒ですが、これは令和2年のデータになります。事件数だけで見ますと、魚

介類に起因するものが33％、肉類とかその加工が3.2％であることを見ますと、かなり多い

印象を受けます。ですが、この内訳を見ますと、細菌に起因するものはゼロでございまし

て、多くの場合は寄生虫、もっと言いますとアニサキスが原因であるということとなって

おります。以上が事務局からお示しいたしました資料になります。 

 これで事務局のプレゼンは終わりなのですが、ここから3名の専門委員の先生、そして、

農林水産省にプレゼンをお願いしたいと思います。 

 次のプレゼンは、先ほどぶり類の生産が盛んな都道府県をお示しいたしましたが、上位3

位に入る大分県より福田先生にお越しいただいております。 

 福田先生は、大分県農林水産研究指導センターにおいて、養殖業の感染症対策として薬

剤耐性感受性データの収集やワクチンの開発と普及に長年取り組んでこられました。2018

年には、その活動が薬剤耐性対策の優良事例といたしまして、AMR対策普及啓発活動表彰を

受賞されております。 

 今回は、先生にぶりをどのように養殖をするのか、抗菌性物質の投与をどのように行う

のか、病魚の対処や処理をどうするのかといった養殖現場のプラクティスについて主にプ

レゼンをお願いしているところでございます。それでは、福田先生、お願いいたします。 

○福田専門参考人 大分県の福田でございます。それでは、始めさせていただきます。 

 まず、最初のスライドなのですが、養殖筏に横づけされた船が給餌船、要するに餌を作

って与える船です。餌の形状については後ほどお話ししますが、船の中に、生魚と配合飼

料を撹拌して成型する機械があり、その横に人が立っている足元のところにホースのよう

なものが見えるかと思いますが、空気圧を利用してそこから生簀の中に餌をまくと、魚が

飛沫を上げて摂餌をする様子です。 
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 右上に航空写真を用意したのですけれども、小さくて分かりにくいかもしれませんが写

真の上側の内湾に漁業の基地があり、岸に沿って小さな筏があって、そこでぶりの小さな

とき、サイズで言うと100ｇぐらいまででしょうか、内湾の穏やかなところで養殖されてお

ります。 

 その後、魚が大きくなると外海に出して、ちょうど右上の写真の下のほうに小さないか

だが見えていると思いますが、外海に面した海水交流の非常にいいところに持っていって、

商品サイズまで養殖するということを行っております。この船が横づけされている場所と

いうのは、成魚を養殖する外海の様子でございます。 

 次のスライドをお願いします。投薬の話をする上で、餌の話をまずしておかなければな

らないかと思います。大昔と言うほどではないですが、1970年代ぐらいまでは、例えばい

わしを丸ごと投与するような生魚を使ったぶり養殖が主流でございました。しかし、1980

年代に入ってからは、モイストペレットと呼ばれる水分を含んだ固形の餌が主流になりま

す。これはどういったものかというと、右側の写真のような機械によって、魚のミンチと

粉末の配合飼料を撹拌しよく混ぜて、それを成型してペレット型にする。これを魚に投餌

するという形になります。モイストペレットの場合は、粉末配合飼料と魚のミンチを混ぜ

合わす攪拌機の中に抗菌製剤を入れて、よく混ぜて偏りのないように成形して投薬すると

いう形をとっており今でも使われています。 

 次のスライドをお願いしてよろしいですか。今、徐々に固形配合飼料（ドライペレット）、

ほとんど水分を含まない乾燥した餌というものが使われるようになってきました。固形飼

料開発の歴史は古いのですが、固形飼料中に大量の油を含ませることが非常に難しく、淡

水魚やマダイ等では大丈夫なのですが、ぶりのような非常に高カロリーの餌が成長に必要

な魚種では、従来の固形飼料はカロリー不足になることから、開発が難しかった。しかし

ながら、EPと呼ばれますエクストルーダー飼料というものが開発、普及されて、現在では

稚魚から出荷までこのEPを使って養殖するという養殖業者も出てきております。 

 最後の仕上げにモイストペレットを使う業者、あるいは成長に応じて餌にいろいろなも

のを添加したい業者は、先ほど紹介したモイストペレットを使う業者も多いということに

なります。 

 この固形配合飼料による投薬の場合は、モイストペレットのように自分で撹拌、成形す

る工程がないので、市販飼料に何らかの形で製剤を添加することになります。 

 固形飼料の給餌船の絵の説明を少しさせていただきますと、一番右側は船に積まれた市

販の配合飼料です。餌が積んであるところの少し向こう側に機械がありまして、そこにEP

飼料を入れて、また同じように空気圧で右側のほうに飛ばすということができるのですが、

EP飼料を入れる場所が一番左の写真で、餌を外したところに羽根がたくさんついているの

が攪拌機でして、ここに投薬に必要な抗菌製剤を入れたり、あるいはビタミン強化をした

いときには栄養剤を入れて混ぜるという作業をして魚に投餌するということになります。 

 固形飼料に抗菌剤等を添加するというのは、先ほども少し言いかけましたけれども、一
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工夫必要で、それは後ほどお話をさせていただきたいと思います。 

 要するに、ぶり養殖では、先ほど言いましたモイストペレットとEP飼料の2種類のタイプ

の餌が使われているということでございます。 

 次をお願いします。それでは、ぶり養殖がどのようなスパンで行われているかというこ

とで、字が小さくて申し訳ないのですけれども、この図は2段になっております。上の段に

最初の年の4月から翌年の6月まで、横にバーが4から6まで打っております。下の部分に、7

月からさらに年を越した翌年の12月まで書いておりますが、ぶりの養殖というのは稚魚を

入れて1年半で出荷サイズにして出しますので、基本的には下の段の12月頃で普通の養殖業

者は終了で、一部はダブりますけれども、また次の年の分を養殖するという形になってい

ます。 

 上の段に戻っていただいて、最初の年、4月から5月ぐらいのところで、ここに書いてお

りますように、それぞれの養殖経営体によって入れるサイズは様々なのですけれども、1

ｇから60ｇぐらいの稚魚を入れます。今、人工種苗が少しずつ入ってきておりますけれど

も、稚魚はおおむね天然種苗、モジャコ漁業というモジャコを採捕する漁業者さんが種苗

を捕ってきて、それを養殖業者に売る。もしくはモジャコを捕ってきた方がそのまま養殖

するという形をとります。 

 導入された種苗を餌づけして、養殖業者さんの本格的な養殖に移るのが6月から7月、こ

こに種苗導入と書いてあります。大体この辺りから夏にかけて200ｇから700ｇになります。

そして、年末に、700から2kg、さらに年を越して下の段に行きますけれども、翌年の11月

から12月になると4～5キロになって出荷されていくということになります。一部の魚につ

いては、もう一年飼って非常に大きなサイズのぶりを作る業者もいますけれども、数とし

ては非常に少ない。ほとんどの養殖がこの翌年の12月で終わると考えていただいてよろし

いかと思います。 

 そして、今回抗菌剤の使用の問題が出てくるので、どんな病気が発生するのかというこ

とを赤いライン、黄色いライン、ブルーのラインで示しております。 

 赤いラインがウイルス病です。これはもともと抗菌剤が使われることはないものです。 

 一番下のブルーが寄生虫の病気です。こちらも駆虫剤は使われますけれども、抗菌剤は

使われません。 

 抗菌剤の使用が問題になるのは黄色のラインの細菌病で、ビブリオ病、類結節症、α溶

血性レンサ球菌症、下の段に行って、それに細菌性溶血性黄疸とノカルジア症というのが

加わろうかと思います。見ていただいて分かるように、ビブリオ、類結節症あたりはごく

小さいサイズの魚にしか出ない病気なので抗菌剤の使用も限られますが、種苗導入直後か

ら出荷までどの時期にでも出てしまうα溶血性レンサ球菌症が抗菌剤を使用する期間が一

番長く問題になっているということを読み取っていただければと思います。 

 ちなみに、右上に書いておりますように、ブリ類という表現になると、カンパチとヒラ

マサという魚種も含まれます。それぞれ種苗の由来と導入時期が少し変わってくるという
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ことを書いております。 

 次のスライドをお願いします。そこで、私たち大分県の魚病指導機関であればどういう

ことを行っているかというと、生産者から発生の通報とか病魚の搬入を受けて、魚の病気

の診断をします。その結果を基に、養殖業者さんに伝えること、それから、細菌性の病気

であれば薬剤感受性試験をして、その結果を基にどういう薬が一番効果的かということを

指導するという役目を担っております。 

 次のスライドをお願いします。実際には、養殖業者向けには2018年から指導書を発行す

るという業務ができておりまして、これを基に養殖業者さんは抗菌剤を購入するという形

になっています。こちらは後ほど柳澤先生のほうから詳しい話があると思いますので、こ

こは少し割愛させていただいて、次のスライドをお願いします。 

 現在販売されている水産用の抗菌剤の製剤というのは、開発の歴史が古くて、ほとんど

が生餌から先ほどのモイストペレットに変わる時代に開発されたものです。当然のことな

がら、モイストペレットあたりに添加することを主眼に売られたものが多い。それを今、

EP飼料に使うということになったときに一番問題なのは、どうやって餌に抗菌剤を吸着さ

せて魚に効率的に投薬できるかということになります。それを解決するために粘結剤（展

着剤）というものが市販されております。 

 私も展着剤の性能を検討しようと思って一度調べたことがありまして、その成分はどん

なものがあるかというと、これは商品名と会社名も書いてありますけれども、上の製品は、

グアーガムとかカルボキシメチルセルロースナトリウム（CMC）、ポリアクリル酸ナトリウ

ムといったものを適宜配合したもの。もう一方で、アルギン酸ナトリウムを主成分とした

製品等もございます。 

 もちろん展着剤というのは単独ではなくて、例えば栄養剤、ビタミン剤と一緒に配合さ

れて売られているものもございます。こういったものを使うことによって、効率的な投薬

が行われるということになります。 

 次をお願いします。これは事務局さんから少しリクエストがあって、病気で死んだ魚あ

るいは病魚はどのように処理されているのでしょうかという質問があったので、現場に行

って写真を撮ってきたのですけれども、死魚回収容器と書いてありますが、左上のトラッ

クに積んでいるような蓋つきの大きな桶を実際に作業船に積んでいって、現場で死んだ魚

あるいは異常遊泳をしていた瀕死魚などを回収して陸上に持って上がる。 

 そして、下の写真の請求書では有機肥料センターという有機肥料を作る会社ですが、こ

のような会社が回収というか持ち帰って処理してくれるということなのです。 

 結論から言いますと、死魚・病魚というのは、例えば海に放流されたりすることなく、

あるいは食用になるということはなく、昔は焼却処分とか埋却処分もあったのですけれど

も、今、ほとんどは有機肥料として利用されるものが多いと私は認識しています。 

 次をお願いします。次に、抗菌剤の話からはずれて、大分県では抗菌剤の使用をできる

だけ少なくしようということで、ほかの県でも同様ですが、ワクチンの普及に長い間取り
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組んできております。ワクチンの場合も抗菌剤と同じように指導書を発行するという業務

もあるのですが、それに加えて、養殖業者さんにワクチンを打つ技術の講習会を随時、養

殖業者さんの希望に応じて行うということをやっております。 

 次のスライドをお願いします。これが水産用のワクチンの接種技術の講習、注射技術の

講習会を大分県で行っている写真です。基本的に養殖業者さん全体に免疫とかアレルギー

に関する基礎知識の座学を行って、この写真で言うと右側になりますけれども、魚に打つ

実習を行っているということです。現在、大分県で148名がこの技術者として登録されてお

ります。 

 次をお願いします。これは実際の養殖現場のワクチン作業風景です。これはブリに打っ

ているところですけれども、稚魚をまず生けすから上げて、麻酔をかけたものをこういう

接種台において、上のほうに吊るしてあるのがワクチンのボトルですけれども、そこから

チューブでそれぞれの養殖業者さんが持っている連続注射器のほうに液が行きます。今、

ほとんどのワクチンが１尾当たり0.1mL投与なので、0.1mLずつ腹腔内に打ち込んでいく作

業になります。 

 手元に溝があると思いますけれども、そこに接種済みの魚を入れると、次のスライドを

お願いします。その先が新しい生けすのほうにつながっていっておりまして、そちらのほ

うに魚が落ちていく。魚が海で死んでいるように見えますけれども、これは麻酔がかかっ

ているのでこういう状態です。これはそのうち麻酔から覚醒して元気に生けすの中に潜っ

ていくということになります。 

 次をお願いします。 

 たしか資料の中にもあったと思いますけれども、魚のレンサ球菌症という病名はややこ

しく、ブリ類のレンサ球菌症の原因細菌は正式に言うとレンサ球菌ではないのです。レン

サ球菌の感染症というのは、ここにありますように、Streptopoccus iniaeだとか

dysgalactiae、あるいはparauberisの感染症というのが実はあるのですが、ブリ類に関し

ては、レンサ球菌症と言いながら原因細菌はLactococcus garvieaeとなります。というわ

けで、今からレンサ球菌症のワクチンの話をしますけれども、Lactococcus garvieaeの感

染症の話だということになります。 

 次のスライドをお願いします。最後のスライドになります。これはレンサ球菌症の歴史

を表したものです。1985年から2019年までのデータを挙げております。青い棒グラフがレ

ンサ球菌症による大分県の被害額、上に積み上げた緑の部分がマクロライド系抗生物質の

使用額となります。1980年代後半から90年代にかけて耐性菌が非常にたくさん出たという

こともあって、被害が多くなり、なおかつ抗生物質の使用額も非常に増えているというの

が見えると思います。 

 先ほどマクロライド系の抗生物質はエリスロマイシンだけという説明があったかと思い

ますけれども、実は1980年代後半から2000年にかけてのマクロライド系抗生物質は、実は1

種類ではなくて、エリスロマイシンのほかにスピラマイシン、ジョサマイシン等の計5種類
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のマクロライド系抗生物質がありました。その後、ワクチンが2000年あたりから一気に普

及してきまして、特に注射ワクチンの普及によって、赤い折れ線グラフがワクチンの接種

尾数になりますけれども、それとともにレンサ球菌症は一気に減り、抗生物質の使用も少

なくなって、特に2004年から2015年ぐらいの10年間は実はほとんど病気が駆逐されてしま

ったという状況になります。マクロライド系抗生物質の製剤の数も一気に減ったというの

も実はこの時期に当たります。 

 ところが、2012年にワクチンの使用株と異なる血清型、現在ではⅡ型と呼ばれる株が発

見されまして、それがわずか3年ぐらいで蔓延して、2015年を見ていただければいいと思い

ますが、急に被害が多くなりました。メーカーの臨機応変な開発と思いますが、Ⅱ型の血

清型を含む2価のワクチンが2016年から使用できるようになりました。Ⅰ型、Ⅱ型両方を含

むワクチンの接種尾数がオレンジの折れ線グラフに当たります。それまでのⅠ型だけの単

価のワクチンから2価のワクチンにここで順調に変わっていっていることが読み取れるか

と思います。 

 ただし、推定使用額あるいは推定被害額の棒グラフのほうで言えば、今のところ、2019

年までのデータでは減少は見られておりません。ただし、これは農林統計を基に推定値を

出しているものですから、少し遅れて恐らく2021年のデータが出てくると思います。私た

ちが行っているアンケート調査、要は徐々に2価のワクチンの効果が出てきつつあるのでは

ないかと思いますが、一つ言えることは、一時期ワクチンで完全にコントロールできてい

たレンサ球菌症ですけれども、ワクチンの効かない血清型の菌が出てきたということで、

ここ数年間は、被害額、抗菌剤の使用額ともに残念ながら少し増えてきてしまったという

ことになります。以上で私からの話を終わらせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

○矢野課長補佐 福田先生、ありがとうございました。 

 そうしましたら、もう一方プレゼンを頂戴してから質疑応答に移りたいと思います。 

 続きまして、東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科より廣野先生にお越しいただいて

おります。 

 廣野先生は魚介類の微生物感染症や魚介類の免疫について研究をなさっており、また、

10年以上水産用医薬品調査会において水産用医薬品の承認審査の委員を務めていらっしゃ

いました。魚の疾病のエキスパートでいらっしゃいまして、今回は魚がどんな感染症にな

るのか、また、主な疾病の特徴、特に季節性など、そして、福田先生のほうから大分県で

のレンサ球菌症のお話が少しありましたが、日本全体の話といたしましてレンサ球菌症に

ついて主にプレゼンをお願いしているところでございます。 

 それでは、廣野先生、よろしくお願いいたします。 

○廣野専門参考人 ありがとうございます。海洋大の廣野です。 

 次のスライドをお願いいたします。この表は、都道府県と市町村ごとのぶり、かんぱち、

その他のぶり類ということでひらまさ等が入りますけれども、それらについて平成30年の
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ものを示しております。先ほどのお話にもありましたように、九州、四国がメインになっ

てきております。ここに記入を忘れたのですけれども、年間の全国の総生産量はぶり類で

14万トン弱、この10年間ぐらいずっと推移してきているという統計が出てきております。 

 次をお願いいたします。次に、魚病細菌について少しだけ説明させていただきます。 

 特にここでは海面養殖での話にもなりますけれども、魚病細菌がすくすくと育つような

温度というのは大体20℃から30℃になりますので、日本では梅雨どきから初夏にかけて、

それから、晩秋までの期間は海水温がこのような温度範囲に入ってきている。これは西日

本での話です。 

 病原菌としましては、陸上動物では日和見病原菌と呼ばれていますけれども、陸上動物

の場合は、日和見病原菌と出会って、体調が悪いと感染して発症してしまうということに

なりますけれども、水中の動物の場合は、病原菌になる可能性がある病原細菌が常に一緒

にいて、水質変化といった環境条件によって、ふだん動物が健康な場合は病気にはならな

いけれども、調子が悪くなると病気になるというようなものが存在しますので、それを条

件性病原菌と呼んでいます。偏性病原菌というのはいわゆる病原菌で、出会って感染が成

立すれば多くの場合は発症するということになります。 

 魚病細菌の多くはこの条件性病原菌に入るのですけれども、ただ、宿主との関係で必ず

しもこの細菌種は条件性病原菌になるというわけではないということも種々研究で分かっ

てきておりますので、宿主との関係で偏性病原菌あるいは条件性病原菌となります。すな

わち、同一の細菌であっても、宿主が異なると偏性病原菌であったり条件性病原菌であっ

たりということがあります。 

 次をお願いします。これは細菌感染症の上半分が海産魚、下半分が淡水魚、病気の名前

と原因となる細菌の種類と主な感染魚種ということで、今回はぶりがテーマですので、ぶ

りは黄色で示しております。赤色で示していますのはワクチンが承認されて販売されてい

るものになります。このように、温水性の海産魚においてもいろいろな病原細菌が存在し

ております。 

 次をお願いいたします。魚病の話をということでしたので少し触れていきたいと思いま

すけれども、Photobacterium damselae subsp. piscicidaというものがあって、類結節症

と呼ばれているもので、これは広く海産魚に感染しますけれども、ぶり属魚類が感受性が

高いと言われております。 

 主に梅雨の時期で水温が20℃を超えてくる頃から発生をしてきて、夏場はレンサ球菌、

秋はミコバクテリア症との合併症も見られるということで、病気が歴史などは割と古くて、

最初に論文として報告されたのはアメリカで、その当時はパスツレラと呼ばれていたので

すけれども、その後、分子生物学的な分類によって、Photobacterium damselae subsp. 

piscicidaになりました。 

 ぶり養殖が盛んになり始めた頃の細菌感染症としては、類結節症とレンサ球菌症が二大

疾病ということで、このスライドの下のほうに黄色でも示していますけれども、種々の抗
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菌剤が試験されて、承認されて、販売されて使われております。 

 平成20年にワクチン（オイルアジュバント入り）が承認されております。 

 次をお願いします。次がレンサ球菌になりますけれども、これも先ほど福田さんからも

お話がありましたけれども、終年発生している。流行は夏場です。この感染症も割と歴史

は古いと言えば古くて、74年に最初に報告がありまして、この細菌も学名が幾つか変わっ

てきております。生物学的な解析によって分類はLactococcusに落ち着いております。 

 この感染症も猛威を振るっておりましたので、種々の抗菌剤が試験されて、承認されて、

使用されるようになっております。 

 福田さんのお話にもありましたように、不活化ワクチンが一般的には用いられています

けれども、ここ数年、新型だとか血清型が異なるようなものが出てきております。 

 次のスライドをお願いします。これがLactococcus garvieaeによらないレンサ球菌症と

いうことで、海産魚、淡水魚において幾つかのレンサ球菌症があります。Streptcoccus属

の感染症になります。 

 次のスライドをお願いします。ビブリオ属細菌も種々のビブリオが魚に病気を起こすこ

とが知られておりますけれども、総括してビブリオ病と呼ばれております。淡水環境では

アユとかマス類にVibrio anguillarumが病気を起こしますけれども、海産魚ではVibrio 

anguillarumではないビブリオ属細菌が発生することがあります。ここに記載してあります

ように種々のビブリオが報告されております。 

 このビブリオに対しても、スズキ目魚類全般として、ここに示してあるような抗菌剤が

承認されて販売、使用されています。不活化ワクチンがあります。 

 次をお願いします。続きまして、滑走細菌症と呼ばれるもので、これはまさに条件性病

原菌と呼ばれるものなのですけれども、古くからあった病気で、常に水中にはおりますの

で、割と健康な魚からも分離されます。体調が悪くなるとこれは一気に増えて、尾腐れだ

とかひれの欠損等が起こる感染症になります。 

 次のスライドをお願いします。 

 次がNocardia seriolaeというもので、これは割と水温が低めのときでも発生する。秋口

が一般的な流行の時期であると言われております。37℃では増殖はしないということで、

この感染症に関してはサルファ剤系の抗菌剤が承認されております。 

 次のスライドをお願いします。魚病細菌の薬剤耐性ということで、私が学生時代、割と

多剤耐性菌というものが猛威を振るっておりましたので、研究室で耐性菌の研究をしてい

ましたので、少しだけその頃からの紹介に触れたいと思います。 

 2000年以前は海面養殖場から分離される魚病細菌に多剤耐性菌はたくさん見られたので

すけれども、2000年以降、多剤耐性菌は少なくなってきているという傾向が見られる。 

 次をお願いします。これは、私の学生時代の先生の青木宙先生と韓国からの留学生で私

の同級生がいるのですけれども、ここではPasteurella piscicidaとなっていますが、先ほ

ども御説明しましたように、今で言うPhotobacterium damselae subsp. piscicida、類結
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節症になります。ぶりから分離された類結節症について薬剤耐性、伝達性というものを調

べた研究になりますけれども、85％が3剤から7剤の多剤耐性で、伝達性などを見ますと、

右側の表、Table3になりますけれども、薬剤耐性遺伝子によってはほぼ100％近く伝達する

ということで、伝達性のあるプラスミドにコードされているということが分かっています。 

 次をお願いします魚病細菌からは、類結節症に限らず、種々の耐性遺伝子、伝達性のあ

るプラスミドが確認されています。一番下がレンサ球菌ですけれども、レンサ球菌でもマ

クロライド系あるいはテトラサイクリン系というものの耐性遺伝子を持つプラスミドが見

つけられています。 

 次をお願いします。魚病細菌の薬剤耐性の研究としましては、水産用医薬品に化学療法

剤の使用量は減少しているわけではなくて、疫学的な調査から薬剤耐性菌は減少傾向を示

していますけれども、ゼロになったわけではないということで、今後も薬剤耐性菌が問題

にならなければいいのですけれども、継続した調査が必要ではないかと思います。こうい

う点は、動薬検とかこの後お話しされる下関の水産大学校の古下先生などが継続して研究

をされておられます。 

 今日、スライドには用意していないと思うのですけれども、海外などでも、東南アジア

等では薬剤耐性の継続的な研究が進められていて、One World-One Healthというところの

考え方にも寄与しているということがあります。以上、簡単ですけれども、説明とさせて

いただきます。 

○矢野課長補佐 廣野先生、ありがとうございました。 

 荒川座長、ここで一度質疑応答に移りたいと思いますが、マイクをお渡ししてよろしい

でしょうか。お願いいたします。 

○荒川座長 それでは、ただいま福田先生と廣野先生に御発表いただきましたけれども、

御発表いただいた内容につきまして何か御質問等はございますでしょうか。どなたか、も

し御質問があれば。では、木村先生、お願いいたします。 

○木村専門委員 どうもありがとうございました。 

 ちょっと勉強させていただきたいのですけれども、今、お二人の先生から魚病菌の話が

ありましたが、ワクチンという話や条件性病原菌という話などもありましたけれども、魚

病が起こりやすい環境要因、起こりにくい環境要因というのはあるのか、魚病菌にもよる

と思うのですけれども、何かその辺の情報があれば教えていただければと思います。これ

はどちらの先生でもいいのですけれども、よろしくお願いします。 

○福田専門参考人 今の質問に明快に答えられるかどうかは別として、恐らく環境要因の

中で重要なのは、やはり水温と溶存酸素ではなかろうかと思います。 

 水温はいずれも病原体の活性と魚の生体防御能の絡みがあると思います。水温がやはり

一定以上ないと病原細菌の増殖に影響しますし、逆に水温が低いと病原細菌の増殖スピー

ドも遅れるのですけれども、魚種によっては、特に暖かい海の魚であれば徐々に生体防御

能が落ちてくるというところで、そういったところの絡みがあろうかと思います。 
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 もう一つ、養殖で重要なのはやはり漁場の溶存酸素だろうと私は思っていまして、海の

中の水に溶け込んでいる酸素量というのは、内湾とか外界によってたくさん溶け込んでい

るところ、そうではないところがありますので、特に溶存酸素が不足しているような海域

で飼われている魚は病原体の侵襲に非常に弱いと感じますし、実験的なデータもそういっ

たことを表しているものもございます。私が特にぶり類で感じているのはそういうことで

ございます。 

○木村専門委員 ありがとうございました。廣野先生からももし何かあればお願いします。 

○廣野専門委員 廣野です。今、福田先生が言われたとおりで、やはり温度と溶存酸素と

いうのは非常に重要かと思います。実験室レベルなどの研究の話にはなりますけれども、

異なる水温というかある程度低い水温と、魚がすくすくと育つような少し高めの温水性の

魚の25℃といったところでワクチンをしてあげると、低い温度でワクチンを接種した場合

は効きが悪かったり、あるいは抗体価の立ち上がりが悪かったりということがありますの

で、魚は変温動物ですので、やはり温度によって免疫機能だとか生理機能の違いが出てく

るということがあるかと思います。 

 私、ナノバブルなどの研究もしているのですけれども、ナノバブルなどで溶存酸素を高

めてあげると、感染試験などをしても感染しにくくなったりということもありますので、

やはり酸素量が減るというのも魚に対していろいろなストレスが起きて感染が起きやすく

なっていると考えられています。 

 さらに、研究論文的な話でも、ここ最近はストレスをかけて感染試験をすると、魚とか

エビが病気になりやすいとかというのも出てきていますので、やはり魚に対して、いろい

ろなストレスがかかるということで感染症が起きやすいというようなことも分かってきて

おります。以上です。 

○木村専門委員 大変よく分かりました。ありがとうございました。 

○荒川座長 ほかは。池先生、よろしいですか。お願いします。 

○池専門参考人 お聞きしたいのは、魚に病気を起こす細菌を幾つか挙げていただいたの

ですが、これは健康な魚からは分離されるのですか。 

○廣野専門参考人 廣野です。細菌の種類によっては健康な魚からも分離されるものはあ

ります。 

○池専門参考人 それはかなり高頻度に分離されますか。たまたま分離されるとかという

レベルでなくて、いわゆる常在している菌かということが知りたかったのです。 

○廣野専門参考人 そのような魚病細菌もあります。 

○池専門参考人 もう一つ、薬剤耐性菌の報告で調査した菌株は養魚場の水から分離した

ものでしょうか。 

○矢野課長補佐 今、画面に映っている、先ほど廣野先生に御説明いただいたもののサン

プルは水かどうかという御質問でしょうか。 

○池専門参考人 はい。 
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○矢野課長補佐 廣野先生、聞こえますでしょうか。 

（接続確認） 

○矢野課長補佐 先生方、廣野先生にはこちらのほうからお電話をしてサポートさせてい

ただきます。ほかの質問がございましたら進めていただければと思います。 

○荒川座長 ほかに御質問はありますでしょうか。浅井先生、よろしくお願いします。 

○浅井座長代理 今、廣野先生はつながらないみたいなのであれなのですけれども、池先

生の質問の中で健康な魚からも取れるものもあるという回答だったのですが、具体的には

どんな菌種なのかということと、もう一つは、その菌種とかは養殖場の水から分離するこ

とはできるのかどうかということについて教えていただければと思います。 

○福田専門参考人 大分の福田でございます。廣野先生からお答えしていただくのが一番

いいのかと思いますが、健康な魚というものをどういうふうに捉えるかによって違うと思

います。一見病気をまだ発病していないけれども保菌している、要するに不顕性感染を起

こしている魚というものから菌を分離するのはそんなに珍しいことではないと思いますが、

実際に現場で診断しておりまして、健康診断等も行うことがあるのですが、本来養殖場で

元気に泳いでいる魚から病原細菌を分離されるというケースはかなり少ないかと思います。 

 環境中に存在するかどうかということについても幾つか報告があって、例えば養殖場の

海底の泥あたりから分離される細菌はあろうかと思いますけれども、常に病原菌だらけの

海で泳いでいるということではないかと思いますが、これこそ菌の種類によって大きく違

ってくる問題だろうと思います。廣野先生からのお答えをお願いいたします。 

○廣野専門参考人 続が不安定になって、失礼いたしました。 

 途中、会話が聞こえていなかったのですけれども、私が先ほど答えようと思っていたの

は、今、最後のほうで福田先生も言われたように、細菌種によって異なる。ただ、そうい

う条件性病原菌もうじゃうじゃいるというわけではなくて、常在菌としてくっついて体表

にいたり腸内にいたりして、体調が悪くなってそいつらがだっと増えたときに病気になる

ということが一般的です。 

○浅井座長代理 養殖魚から病気とは関係なく分離しやすいという菌種というと、どうい

うものがあるのでしょうか。 

○廣野専門参考人 海産魚の場合ですとビブリオの仲間です。それから、Photobacterium

は割と高頻度に分離されます。 

○浅井座長代理 ありがとうございます。 

○荒川座長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

○早山専門委員 早山です。お願いします。 

 貴重なお話をありがとうございました。基本的な制度面のことで確認させてください。

２つあります。 

 一つは、病気が発生した場合に生産者さんから指導機関に届出をするというのは、全国

的に統一した仕組みでよいのでしょうかということです。 
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 もう一つは、抗菌剤というのは生産者の方が自ら投薬するという理解でよろしいでしょ

うか。この２点です。 

○福田専門参考人 大分県の福田でございます。まず、養殖業者さんが病気を発見したと

きにどういう届出をするかということについて、基本的に法律で定められている特定疾病、

実はぶりには特定疾病はないのですが、そういった届出の義務がある病気ももちろんある

のですが、基本的には一般的な病気であれば、その治療のためにどうすればいいか、一番

説明しやすいのは、細菌性の病気であって、実際に販売されている抗菌剤の何を選んだら

効率的に治療できるかということを知りたいために我々の指導機関のほうに相談があると

いうケースがかなりの割合を占めております。もちろん全く経験してきたことのないよう

な魚の異常あるいは死亡が起こったときには、まず最初に都道府県の指導機関のほうに話

があるというのは普通のことです。 

 それから、投薬に関しては、それぞれの養殖業者さんがどういう薬を必要としているか

というお話を聞きながら、申請に応じて年間に使える薬の指導書というものを発行してお

ります。それを元にそれぞれの養殖業者さんが医薬品販売店で必要量を購入して、実際に

は餌に混ぜて投薬するところは全て養殖業者さん自身が行うということになります。こう

いう説明でよろしいでしょうか。 

○早山専門委員 どうもありがとうございます。 

○荒川座長 ほかはいかがでしょうか。１点だけ教えていただきたいのですけれども、ワ

クチンは2015年から2種混合を使い始めて、その後もあまり病気の魚は減らないということ

なのですが、ワクチンを使いながら抗菌薬を一緒に使うということはあるのですか。 

○福田専門参考人 大分の福田でございます。実は、2価のワクチンが出てからの病気の減

り方、レンサ球菌症の減り方がどうも鈍いなという感触は養殖業者さんも感じているよう

です。ワクチンと言いながら被害を100％止められるわけではないのですが、特にⅠ型、要

するに従来型のものが非常にワクチンがよく効いたので、逆にⅡ型、抗原変異を起こして

いる株というのはどうも免疫原性が少し弱いのではなかろうかということで、メーカーさ

んとしても中身を改良していく必要があると感じておられたとも聞いておりますし、そう

いったことで、実は今、何種類かまた異なる形の、特にアジュバントが含まれたワクチン

等がさらに加わってきているので、そのうち効果が現れてくるのではないかと考えていま

す。 

 もう一つ、恐らく御心配なのは、新たにまた異なる血清型のものができているのではな

かろうかということでしょうが、今のところ、現場で出ている菌を分離して血清型を確認

しても、特に大きな抗原変異がⅡ型の中で起こっているということはなさそうに感じてお

ります。以上です。 

○荒川座長 小西先生、お願いいたします。 

○小西専門委員 抗菌薬の投与方法なのですけれども、先ほど餌に混ぜて投与するという

ことなのですが、海の中に直接入れるとかということはしていないということでいいです
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か。 

○福田専門参考人 直接海に入れることはありません。海産魚で使われている抗菌剤は全

て経口投与です。餌にうまく混ざっていれば、魚が空腹な状態であれば一瞬で食べてしま

いますので、海に流れることもほとんどないと思います。ただし、投薬の仕方が悪い、展

着剤の使用を誤っているもの、あるいは魚の食欲が落ちているときに無理やり食べさせよ

うといったことがあれば、当然そのときに抗菌剤が海の中に一部散逸することもあり得る

かと思いますが、そういうことがない限りは全て魚のお腹の中に入っていくと思います。 

○池専門参考人 もう一つお願いします。 

○荒川座長 では、池先生、手短にお願いします。 

○池専門参考人 福田先生、キムさんと青木さんの論文ですけれども、これは魚から分離

されたとして、この耐性は魚の中で選択されるのですか。抗生物質を使った結果、魚の中

で選択される耐性なのかということです。 

○廣野専門参考人 廣野です。魚病細菌から分離される薬剤耐性菌の薬剤耐性遺伝子を調

べますと、水産用では使われていない薬に対しての薬剤耐性遺伝子も見つかってくること

が結構ありました。ですので、あるプラスミドにコードされていて、それがどこから来た

のかというところはいまだ分かっておりません。それから、毎年同じ漁場では同じタイプ

の遺伝子が出るかというと、必ずしもそうではないので、毎年新たに入ってきているとい

う可能性があると考えられております。 

 ですので、どのような形で選択されてきているのかというのは分からないですけれども、

薬を使うことによって、薬剤耐性遺伝子を持ったバクテリアがある程度選択的に増えてし

まうということがあるのではないかと思います。 

○池専門参考人 どこで選択されるかは分からないということですね。 

○廣野専門参考人 その辺については詳しく研究されていないと思います。 

○池専門参考人 分かりました。 

○荒川座長 ありがとうございます。そうしましたら、続きまして、農林水産省の方に御

発表をお願いするということでよろしいでしょうか。 

○矢野課長補佐 はい。事務局より御紹介させていただきます。 

 続きまして、農林水産省消費安全局畜水産安全管理課より柳澤専門官にお越しいただい

ております。 

 柳澤専門官には、食用水産動物の薬剤耐性菌に関するリスク管理についてプレゼンをお

願いしているところです。それでは、柳澤専門官、よろしくお願いいたします。 

○柳澤専門官 柳澤と申します。農林水産省消費安全局の畜水産安全管理課の中で、畜水

産安全管理課自体は食肉の担当をしている人が多くて、ふだんこちらのワーキングでも畜

水産安全管理課のAMR班というところが対応していると思うのですけれども、その班とは別

に水産に特化して扱っている室があります。その中で水産用医薬品を担当しているのが私

で、水産医薬品の承認から監視指導からAMRから全部対応していますので、今回、農林水産
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省で行っている食用水産動物の薬剤耐性菌に関するリスク管理のうち、モニタリングを特

に中心に説明させていただきたいと思います。 

 最初は特に関係ないのですけれども、「水産用医薬品について」というホームページが

農林水産省の中にありまして、もし医薬水産用医薬品について、一覧だとか、どんなワク

チンがあるのだろうとか、どういう省令、通知がある、どういう規制があるのだろうとか

というところについてはこちらのページにまとめていますので、ぜひ深く突っ込んでみた

いなというときがあれば御参考にしていただければと思います。「水産用医薬品について」

と検索していただければすぐ出てきます。 

 次をお願いいたします。動物用抗菌剤の薬剤耐性モニタリングシステムとして、これは

家畜とほぼ共通していまして、全ての動物において薬剤耐性モニタリングシステム（JVARM）

が動物医薬品検査所中心に回されているのですけれども、JVARMの中でモニタリングを行っ

ております。①として抗菌剤の使用量。②野外流行株における薬剤耐性調査、病気の動物

から得られた薬剤耐性を調べるというところです。③が食品媒介性病原菌における薬剤耐

性調査となっています。それぞれ３つ紹介させていただきます。 

 ページをお願いします。よく薬剤耐性モニタリングというと、薬剤耐性率の調査のこと

だけが該当すると思われがちなのですけれども農林水産省では使用量についても、JVARM

の一つとして取り上げております。正確には動物用医薬品等販売高調査という調査なので

すけれども、製薬メーカーさんから、省令に基づいて、自分の会社の製品、製剤がどれぐ

らい売れたか、どれぐらい出荷したかという販売数量等を毎年報告していただいておりま

す。農林水産省の動物医薬品検査所のほうでそれを取りまとめ、動物用医薬品等販売高年

報というものに取りまとめてホームページに掲載しています。これは動物医薬品は抗菌剤

以外も全部報告いただいているのですけれども、特に抗菌剤の場合は別冊として成分ごと

に詳しい販売量とかを報告しております。 

 販売高と使用量はイコールとして、農林水産省では抗菌剤の使用量として捉えることが

できるとして、薬剤耐性菌が抗菌剤の使用量が増えるほど増殖しやすいところから、抗菌

剤の使用量の現状把握としてこの調査を行っておりますが、同時に薬剤耐性の流行の予測

というところの面もあると考えております。 

 次のページをお願いいたします。②の野外流行株の薬剤耐性モニタリングです。病魚の

調査となります。農林水産省が水産分野における薬剤耐性の動向を調査・監視するためと

して、こちらは家畜で言えば家保に当たるところが水産試験場というのですけれども、国

内の水産試験場等に持ち込まれた病気になった魚を、家畜と違って魚は持ってくることが

できるので、水産試験場に養殖業者さんが持ってきて、検査して、そこから細菌疾患であ

れば分離された病原菌について、その病原菌を取って、農林水産省のほうからその菌株を

くださいと言って集めて、薬剤感受性試験まで行っているところです。こちらの結果につ

いても動物医薬品検査所のホームページに掲載しております。 

 平成15年から続けていて、28年まではぶり類のレンサ球菌と類血症と環境中の腸炎ビブ
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リオというものをやっていたのですけれど、御存じのとおり、アクションプランの流れが

ありまして、アクションプランに従ってモニタリングのやり方をより刷新いたしまして、

それまでぶりだけを対象魚としていたのですが、平成29年からは全魚種について、対象疾

患、対象病原菌についてもLactococcus garvieaeとビブリオ属菌と対象を絞って、全国的

に調査をしているところです。 

 大体4月から12月、Lactococcus garvieaeが夏に出る病気ですので、ビブリオ属菌も春と

か夏に多いので、そちらの菌を12月まで集めて、12月から3月にかけて薬剤感受性試験をし

て、その試験結果を取りまとめてホームページで公開するというところになります。 

 次をお願いいたします。そして、これまでJVARMだと健康な家畜のモニタリングがメイン

で今やっていると思うのですけれども、水産の場合、これまで病魚のモニタリングしかや

っていなかったというところが正直なところです。今年度から始まったのが③の食品媒介

性菌の薬剤モニタリング、通称健康魚の調査、健康魚モニタリングと言ったりするのです

けれども、読み上げますと、「農林水産省は、水産物を介して薬剤耐性が人に伝播し、人

の健康に悪影響を与えるリスクを推測するため、出荷予定の健康な養殖魚から分離される

菌について薬剤感受性のモニタリング調査を開始しました」と。今まで病魚でやっていた

のですけれども、そもそも人が食べるものは大体健康だよねというところで、健康の定義

も、先ほど福田先生がおっしゃっていましたが、菌を保有しているかどうかというところ

が、何をもって健康魚というかというところなのですけれども、少なくとも症状の出てい

ない出荷される予定の魚からどれぐらい分離されるか、そして、それは薬剤感受性がどの

程度なのかというところを調査しております。 

 今年、令和3年度から調査をし始めて、そもそもプロトコルからどうなっているのだとい

うところからやっていまして、今は出荷予定のぶりを対象にLactococcus garvieae等につ

いて検査していて、サンプリング方法とかも試行錯誤しているのですけれども、まだ分離

状況や検査方法などは攻めあぐねているところがありますので、結果をこの場で出せると

いう状況ではないのが正直なところです。 

 それでは、次のページをお願いいたします。JVARMが3本立てというところで、今、3つ紹

介させていただいたのですけれども、そのほか、リスク管理を幾つか紹介させていただき

ます。 

 薬剤感受性試験に関する技術研修会、実は水産の世界で薬剤感受性試験というものが家

畜ほど浸透していないというところが正直なところでして、特に手技に関してみんなでき

ることはできるのだけれどもばらつきがあるぞというところが見られましたので、アクシ

ョンプランの活動の一部として、都道府県の職員向けに感受性試験の技術を研修するとい

うことを平成29年から開始しました。1泊2日で感受性試験をマスターして帰っていただい

て、それを県に持ち帰って現場に伝授していただくという活動しています。 

 次をお願いいたします。 

 こちらは水産用抗菌剤の取扱いといいます。実は、水産分野は家畜の分野からするとえ
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えっというところもあるのですけれども、抗菌剤が2017年まで特に規制なく、指導機関の

許可なく抗菌剤を購入・使用することができたという現状があります。養殖業者は、もち

ろん指導機関にどういう抗菌剤を使うのだというところを相談する。病魚を持ち込んだと

きに、これは何の病気かと聞いて、これは効きそうかとか、どういう薬を使ったらいいの

かというところはもちろん相談はするのですけれども、指導機関から例えば指示書のよう

なものが出るかというと出ていなくて、養殖業者は動物医薬品販売業者、ディーラーさん

に欲しいと言えば買うことができたという現状がありました。そういう規制が特にないの

で、家保、特に水産試験場もそうですけれども、都道府県のほうで使用量などが把握しに

くかったという現状がありました。 

 そこで、アクションプランの流れもありまして、これは専門家が関わってしっかり抗菌

剤の取扱いというものを監視、指導しなくてはいけないだろうところで、次のページにな

ります。お願いいたします。 

 2018年、平成30年から動き出した制度で、使用指導書制度が開始しました。ざっくり言

ってしまうと要指示医薬品の指示書制度とすごくそっくりなのですけれども、この図は非

常に複雑な図なのですが、真ん中に養殖業者がいて、右側の専門家と下の販売業者という

ところだけまず見ていただきまして、養殖業者が抗菌剤を今年使いたいぞというところに

なりますと、まず専門家に抗菌剤使用指導書の交付というものを申請します。書類を申請

してこういう抗菌剤を使いたいですというものを申請します。その際に、真ん中の青いと

ころなのですけれども、去年どういう抗菌剤を使用したかというものを使用記録表という

ものに書いて、それも一緒に申請するときに渡します。専門家が記録表とか申請書を確認

して、こういう薬なら使っていいのではないですかというところで、使用指導書というも

のを交付します。紙を交付します。その使用指導書を養殖業者がもらうと、それを持って

販売業者に買いにいくと初めて買うことができる。逆に言うと、使用指導書がない人は抗

菌剤を買うことができないという要指示薬制度みたいなものができました。 

 これが平成30年から始まっていて、専門家といって、獣医師はもちろん、水産試験場の

職員の中で特に魚病を指導する立場の人間が、都知事から任命される人として魚類防疫員

という方がいるのですけれども、そういう魚類防疫員とか、または、漁協の職員で都道府

県知事から委託された魚類防疫協力員という方がいますが、それらを専門家として、その

人たちが使用指導書を交付することができる制度になっております。 

 こちらが平成30年から動き出して、今3～4年目になって大分定着してきたというところ

になります。 

 次のページをお願いいたします。最後に、既に廣野先生も福田先生もお話ししてくださ

ったので、さらっと行きたいのですけれども、レンサ球菌症です。新型のⅡ型のレンサ球

菌というものが発生しましたが、ワクチンの持続期間がちょっと短いということが判明し

て、ぶりは2年間、3年間育てますので、出荷までに打たなくてはいけないということで、

それには2年間もたなかったと。ワクチン自体は効いているのだけれども、2年間もたなか
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ったところで、レンサ球菌が発生してしまうということで、レンサ球菌が流行して、ワク

チンが出た後もまだ流行し続けているというところで、それに伴い、ワクチン、抗菌剤、

特にエリスロマイシンの使用量が増えているというところです。 

 次をお願いいたします。これに関しては、現在どういう対応を農林水産省がしているの

かというと、もちろん新しいワクチンを作り直せというところもあるのですが、ここ数年

いろいろ研究してみますと、新しいワクチンを作るのはもちろんやればいいのだけれども、

時間が2～3年もかかるらしいのですが、今、既承認ワクチンとして、ちょうど令和2年に5

種混合ワクチンというものが発売されまして、アジュバント効果によって長持ちするので

はないかという効果が期待されていました。または、コロナみたいに2回接種するとブース

ター効果でより効果が長持ちするのではないかという話があったのですけれども、それを

裏づける具体的なデータはなくて、結果レベルでは5種ワクチンが効くのではないかという

話はしているのですけれども、価格的にそこら辺はデータを集めてしっかり公表していこ

うよというところを農林水産省が中心になって、令和3年までの既承認ワクチンの持続性に

関する情報を収集して、令和3年度内に現場に情報を共有することとしています。2月とか3

月の学会等で情報共有することにしています。これによって持続期間が延びれば新しいワ

クチンを作らなくても、Ⅱ型連鎖を抑えて発生も流行が抑えられて、もちろんエリスロマ

イシン、抗菌剤の使用量も減っていくのではないかと考えています。 

次をお願いいたします。最後になります。先ほどからエリスロマイシン、エリスロマイ

シンと言っているのですけれども、水産用医薬品はエリスロマイシンだけではなくて、ア

ンピシリンやオキシテトラサイクリンなどいろいろありまして、レンサ球菌症に使える抗

菌剤だけでも5種類ちゃんとあるのですが、なぜか現場でエリスロマイシンばかり、ほぼ9

割方使われているようですので、エリスロマイシンが使いやすいということと、エリスロ

マイシン以外使ったことがないとか、そもそもエリスロマイシン以外を知らないという業

者さんもいらしたので、抗菌剤の使い方について一回周知したほうがよかろうということ

で、去年、令和3年に「α溶血性レンサ球菌症の流行に関する水産用抗菌剤の使用等につい

て」という課長通知を畜水産安全管理課から出させていただきまして、エリスロマイシン

だけではなくてほかの水産用抗菌剤も用意しておこうとか、1種類を使い続けると薬剤耐性

菌が出現したときに増加してしまうぞというところです。あとは、当たり前のことですか

専門家による診断をしましょうとか、水産用抗菌剤の適正接種を守りましょうとか、右側

にありますパンフレットで分かりやすく説明して、なるべくエリスロマイシンだけを使わ

ないようにと誘導しているところであります。以上になります。 

○矢野課長補佐 農林水産省の柳澤専門官、ありがとうございました。 

 もう一方、最後のプレゼンになります。水産大学校より古下先生にお越しいただいてお

ります。古下先生は、水産大学校において養殖魚における薬剤耐性菌などについて専門に

御研究されております。また、今、ちょうど御説明がありました農林水産省のJVARMにおけ

る病魚由来の細菌のモニタリングを受託されていたため、養殖魚から分離される細菌の薬
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剤耐性の動向に深い知見をお持ちでございます。 

 それでは、古下先生、プレゼンをお願いできますでしょうか。 

○古下専門参考人 水産大学校の古下と申します。よろしくお願いいたします。 

 偉い先生ばかりなので大変緊張していますけれども、頑張ってお話しさせていただきた

いと思っています。今回は水産動物由来細菌の薬剤感受性ということで、先ほども御紹介

いただいたとおり、農林水産省がやっております薬剤感受性調査のほうについてお手伝い

させていただいているというようなこともあって、このような内容でお話をさせていただ

ければと考えています。 

 そうしましたら、次のスライドをお願いいたします。水産動物由来細菌、簡単に言うと、

養殖業から細菌が分離された際、薬剤感受性試験をどうするのかといったことがあるかと

思います。現在は、写真を載せておいたのですけれども、VET03とVET04と書かれています

けれども、これがCLSIが出している水産動物由来細菌に対する薬剤感受性試験法というも

のです。これには液体希釈法とディスク核酸法の2種類が提供されていまして、これがちょ

うど2020年ですから、2年前ということになるのですね。年度では昨年度ということになる

かと思いますけれども、改定されたばかりというようなことになっていまして、水産動物

由来細菌に対する薬剤感受性試験法のマニュアルとしてはこれが世界で唯一のものなのか

なと思っています。 

 これが出ましたのが2005年です。いろいろリバイスみたいなものが起こって、今、2020

年まで来ているのですけれども、2005年以降はこのような液体希釈法でもってMICを測定し

ていくというやり方でやらせていただいていますが、それ以前となりますと、一番最初、

2003年というところにありますが、動物用抗菌剤研究会というようなところが、その当時、

CLSIではなくてNCCLSと言っていたと思うのですが、そこがヒトのほうの臨床の薬剤感受性

試験法を基に動物由来細菌に対する抗菌性物質の最小発育阻止濃度（MIC）といったことで、

測定法について提供されたといったことになっています。 

 ただし、このときの方法というのは、液体希釈ではなくて寒天希釈法のほうでやられて

いたというようなことで、当初、日本の農林水産省がやっています薬剤感受性試験におい

ても、この寒天培地による希釈法でもってしばらくは試験が行われていたといった形にな

っています。 

 次をお願いいたします。 

 これが最新のCLSI法による液体希釈のプロトコルとなります。薬剤試験は感受性試験で

すけれども、どのように行われているかというと、まず動物から分離される細菌が５グル

ープに分けられています。Organismと書かれていますけれども、そこに各菌種の名前が出

ているかと思います。その横にMediumと書いてあるのは培地です。培地は基本的にはCAMHB、

Cation-Adjusted Mueller-Hinton Brothということで、Mueller-Hinton Brothが基本にな

っていますけれども、塩濃度を調整したものということになっています。 

 水産動物由来細菌の中で一番特徴的なのは、この培養条件、培養温度となろうかと思い
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ますけれども、培養温度が22℃であったり、28℃であったり、通常の動物、ヒト、畜産の

ほうではあまり用いないような温度単位でもって培養を行うというような条件になってい

るかと思います。 

 次をお願いいたします。 

 今回、レンサ球菌、Lactococcus garvieaeが中心ということでしたので、それを中心に

お話をさせていただこうとは思っているのですけれども、Lactococcusに関してはグループ

4のStreptococci、ちょっとオレンジっぽく塗らせていただきましたが、これが今回のレン

サ球菌のところの条件になっているかと思います。 

 培地は先ほど説明したCAMHBに、LHBと書かれていますけれども、馬用血液、lysed horse 

bloodというものを加えたような形で培地を作成して、培養時間は温度は22℃プラスマイナ

ス２℃といったことで、当然Streptococci属はヒトの臨床のほうでもやられたりとすると

思いますけれども、そこからしても培養温度はかなり低いような形でプロトコルが作成さ

れています。インキュベーションタイムは44～48時間でやらせていただいているというよ

うなことになるかと思います。 

 次をお願いいたします。薬剤感受性試験においては、精度管理、クオリティーコントロ

ールということが求められるかと思います。これは試験の正確性であったり、再現性であ

ったりを確認するといった意味で必要であろうと考えていますけれども、精度管理の株に

ついても、ヒト臨床と書かせていただきましたが、使われるような株をリストにすると、

これはこれだけあるといったことになりますが、水産動物由来というのは、先ほど来言っ

ていますように培養温度が大分違いますので、そういった意味で、使われるクオリティー

コントロール株というのは大腸菌のATCC25922、これはヒトのほうでも使われますけれども、

こういったもの。それから、特徴的なものとしては、Aeromonas salmonicidaが精度管理株

の中に入っているといったことになっています。 

 問題はここからなのですけれども、現在提供されているクオリティーコントロールの条

件をそこに囲って書かせていただきましたが、これと35℃、ヒトのほうで使われる温度帯

と各時間に関しては、CLSIのほうから感受性の精度管理といったことでクオリティーコン

トロールの範囲が示されているのですけれども、実は先ほど来言いましたレンサ球菌に対

しては、馬用血液を加えるわけですが、そういった条件でその温度帯でどういうふうな形

になるかというようなクオリティーコントロールの数値は提供されていない状況です。し

たがいまして、我々としては、こういったことをやるときに自分たちで何十回か同じ作業

をやらせていただいて、薬剤感受性試験を行って、大体これぐらいのところの範囲で落ち

るなといったところをクオリティーコントロールの範囲として使う必要性があるといった

ことで、ここがまだCLSIから提供されていない部分となっています。 

 次をお願いいたします。もう一個が解釈というかブレークポイントというところになる

かと思いますけれども、CLSIから提供されているブレークポイントというのは今２つあり

まして、臨床学的ブレークポイントというものと疫学的カットオフ値といったものが示さ
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れております。 

 臨床学的ブレークポイントに関しては、当然MICの分布だけではなくて、その分布と実際

の薬剤の成績ですよね。臨床学的な相関関係と薬物動態PK-PD理論と言うのでしょうか。そ

ういったものをこの３つを考慮した上で設定するのが臨床学的ブレークポイントとされて

おりますけれども、これで提供されているのは、実はAeromona slmonicidaのアトランティ

ックサーモンの関係における感染治療のみに設定されていまして、そのほかのものは一切

まだ提供されていないというような状況です。 

 これは、一つには魚種の多さということです。魚というのはかなり魚種が豊富ですので、

そういったところの多さ。もちろん例えばアトランティックサーモンしか設定していなか

ったらアトランティックサーモンでなければ駄目なのかと言われると、恐らくほかのサケ

マス類とかにも応用できるよとされているようですけれども、それだけではなくてかなり

魚種が多いといったことです。 

 それから、先ほど来、福田先生とかも言われていましたけれども、温度です。一番陸上

の生き物として違うのは、魚は変温動物ということでしょうか。海域であったり季節性で

あったりだとかということで水温がかなり大幅に変わるといったことです。それから、塩

分、特に今回はあれかもしれませんけれども、OTCなんていうものは塩分にかなり影響を受

けたりするかと思いますけれども、こういった環境要因というものが非常に複雑に絡み合

うので、そういったことから設定が今のところ限定的となっているといったことです。 

 それから、疫学的カットオフ値といったものもありますけれども、これも実はCLSIから

提供されているのは2属4菌種、Aeromona slmonicida、Aeromona hydrophila、Flavobacterium 

columnare、Flavobacterium psychrophilumと呼ばれる４種類だけに設定されていまして、

こういったものも実際には野生株と非野生株を分けて、そこでECOFFinderだとかというも

ので計算をするといった数値のようですけれども、こういったものも提供されているのは

４つということで、例えばレンサ球菌をやろうと思っても、ビブリオをやろうと思っても、

これを使ってやることというのはなかなか難しいといったことです。 

 レンサに関しては、つづりを間違えていますけれども、すみません。Lactococcus sp.

にはどちらも提供されていないというような状況になります。 

 次をよろしくお願いします。ということで、現在、我々としてはどうしているかという

と、一般的な、非常に昔ながらのやり方ではあるのですけれども、MSC分布を並べまして、

そこで、二峰性と言って、各集団ができたときにその集団の中間地点をブレークポイント

と仮に設定させていただいて、それで耐性、感受性を見るというような昔ながらのやり方

をまだ踏襲してしまっている状態となります。 

 次をお願いいたします。これが日本におけるLactococcus sp.とあえてしましたけれども、

薬剤感受性調査ということになっています。今から説明しますけれども、本当は不適切な

ものも少し入っているのですが、そこも含めてお話をさせていただきます。 

 エリスロマイシンですけれども、私が調べた限りでは、1981年にエリスロマイシンの販
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売が実際にスタートしているようです。同じ年に出ました薬剤感受性調査試験というもの

がありますけれども、それは長崎県の水産試験場で行われたものですが、やはりエリスロ

マイシン耐性というのは0％という形で報告がなされています。 

 ここでポイントとなるのは、薬剤感受性試験条件がどういうふうに行われたのかという

ことですけれども、そこにも書かれていますように、Heart Infusion Agarですから、Heart 

Infusion 寒天培地でもって薬剤感受性試験が行われていた。今からすると全然違うような

試験条件でもってやられていた時代があるといったことが見てとれるかと思います。 

 その次が1986年から87年に分離されたLactococcus sp.なのですが、これは実は溶血しな

いタイプのLactococcus sp.となっていますので、本来はここに載せるのは不適切なのかも

しれませんが、1986年から87年ぐらいになってくると、Lactococcus sp.といった意味では、

エリスロマイシン耐性が5.9％ということで、エリスロマイシン耐性が出てきたといったこ

とが見てとれるのではないかなと思っています。 

 その後、1999年から2006年、これは完全にレンサですけれども、これのほうでエリスロ

マイシン耐性を見ると32.9％、リンコマイシン、OTCについても31.5％ということで、かな

りパーセンテージとしては上がってきたというような報告になっています。2002年になる

ともうちょっと上がって44.1％というようなことになります。2004年から2009年ぐらいに

なってくると若干落ちて、エリスロマイシン耐性が16.3％で、ただ、リンコマイシンの耐

性が異常に上がって81％、OTCで15.9％というような流れになって、これ以降は日本におい

て薬剤感受性調査の結果というのは論文としてまとめられている状況にはないといった形

になっていると思っています。 

 次をお願いいたします。これは先ほど柳澤さんからも説明があったかと思いますけれど

も、水産分野においては、今回のことだけに収まらないですが、これは2003と書かれてい

ますけれども、実際には2004年から現在に至るまで脈々と薬剤感受性調査というものをや

ってきたという意味では、世界でもこんな例はないのではないかなと思っていますけれど

も、こういったことがかなり詳細に調べられてきたということです。 

 2003年というのは、2004年から事業としてはスタートしているのですけれども、その際

に2003年の株を持っておられる県とかからいただいたといったデータがあるので、一応

2003ということになっています。 

 先ほども説明があったかと思いますけれども、当初はぶり類だけから分離された菌株、

その当時はレンサと類結節症原因菌ということでしたけれども、Lactococcus garvieaeと

Photobacterum damselae subsp. picicidaという２菌種でスタートしていました。方法も

今とは少し違う形、寒天希釈法でやっていたといったことになりますけれども、その後、

いろいろな方法の変化であったり、対象魚種の変化はいろいろあれども、ここまでこうい

った一定のモニタリングをずっと続けてきたといったことというのは世界的に見てもかな

りすごい話だなと個人としては思っています。 

 次をお願いいたします。これが実際のデータということになっています。これは本当は
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結果と書いておかなくてはいけないけれども、プロトコルとなってしまって、間違ってい

ますね。すみません。上のほうが薬剤感受性試験の結果で、下がワクチンの尾数を並べて

あるものですけれども、上のほうから説明させていただきます。赤文字がリンコマイシン

耐性になっています。青いので感受性と書かれていますけれども、これが当初14種類の抗

菌剤に対して感受性を調べたのですけれども、その全てに対して感受性を示すものを感受

性株としてパーセンテージとしてプロットしております。その後、OTCとエリスロマイシン

も合わせて灰色と紫っぽい色でプロットさせていただいています。 

 2004年が調査開始時ということなのですけれども、かなりすごくて、リンコマイシンな

どはほとんど90％以上が耐性でしたし、OTCとかエリスロマイシンもおよそ50％程度が耐性

というような状況で、感受性株というのはほとんど見られない状況だったのですけれども、

年を経るにつれてだんだん耐性菌が減ってまいりまして、リンコマイシン耐性は2015年で

およそ6割程度、感受性株が40％まで上がるというようなことで、もちろんOTC、エリスロ

マイシンも50％程度あったものが一旦2009年に0％までなるのですが、その以降はスポット

的にぽぽっと出たりすることはあるのですけれども、そんなにむちゃくちゃな状況になっ

ていなくて、どちらかというと感受性化が進んでいるような雰囲気で耐性が推移してきた

といったことが見てとれるかと思います。 

 こういった結果を生んだのはどういったことなのかというのは、先ほど福田先生からも

ありましたけれども、やはりワクチンといったものの影響がかなり大きかったのだろうと

思っています。この調査が2004年からですけれども、ワクチンのほうで04年のところを見

ていただくと、ワクチンの接種尾数としてはほとんど上がり切ったところにあると見てと

れるかと思います。それだけワクチンを打つというのがかなり尾数として上がり切った状

態のところからこの薬剤感受性試験の調査が開始されたといったことですけれども、そう

いったことで、結果的に病気の発生自体が抑えられて、その結果、薬剤の投与回数という

でしょうか、投与量も抑えられたといったことからこういったことになったのかなと考え

ています。 

 ところが、先ほどもありましたけれども、ワクチンを打っていたところ、結果的にⅡ型、

抗原変異型のタイプの菌株が出現し出したというようなことがありました。 

 次をお願いいたします。その後、どうなったのかといったお話です。上の表がⅠ型の薬

剤感受性の結果で、下がⅡ型の患者さんの結果になっています。色は先ほどと同じ状況で

す。 

 特にⅡ型は、2013年からこの調査の中でⅡ型の株が提供され始めましたけれども、一番

最初はやはり感受性株が圧倒的に多かったというような状況です。ところが、2015年とい

うのはⅡ型の提供株が一気に増えた年なのですけれども、それまで2013年、2014年とそん

なにⅡ型が提供されるということは多くなかったのですが、2015年になって急激に、急激

という言葉が正しいかどうかは分かりませんが、かなりⅡ型が提供されるような状況にな

ると、リンコマイシン耐性というのが5割ぐらい見られるようになって、模様みたいになっ
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ていますけれども、それが2019年まで続くような形になっています。 

 一方、OTCとエリスロマイシンに関してはほとんど出てこないというような状況が2019

年まで得られております。 

 一方、Ⅰ型は先ほどと同様、やはりリンコマイシンの耐性が減っていく。今回、2019年

までしかプロットしておりませんけれども、その後もリンコマイシンの耐性が減少してい

るというような状況が見えてまいります。 

 このような状況でⅠ型とⅡ型と新しい抗原変異型が出ましたので、薬剤感受性の試験を

させていただいておりますけれども、基本的にはⅠ型もⅡ型も今のところは、例えばOTC、

エリスロマイシンの耐性が急激に上がるといった状況は2019年までは見られていないとい

った結果になっています。 

 ただし、先ほど福田先生も言われていましたけれども、新しい抗原型と疑われるものが

出てきたのではないかというような話があって、常に現場としては状況が動いていまして、

エリスロマイシンに対してもいろいろな話が出てきています。やはりこういったことを常

にモニタリングしておくというのは非常に重要なことだなと思っていますし、ワクチンだ

けというわけでもなくて、ワクチンとこういった抗菌剤の治療というのが両輪としてきっ

ちり成り立つような形で今後も現場としてはやっていく必要性があるのかなというような

感じを受けております。ということで、以上になります。 

○矢野課長補佐 古下先生、ありがとうございました。 

 荒川座長、そうしましたら、柳澤専門官と古下先生のプレゼンに関しまして質疑応答を

お願いしたいと思います。お願いします。 

○荒川座長 それでは、ただいまのお二人の御発表に関しまして、御質問等はございます

でしょうか。では、木村先生、お願いいたします。 

○木村専門委員 ありがとうございました。 

 農林水産省の柳澤様に2つほど質問させていただきたいと思います。 

 一つは、2017年まで薬剤の使用量が自由に使われていた。その後、使用指導書等の制度

になったというところで教えていただきたいのですが、先ほどの福田先生のお話だと、魚

病が現場で起きたら、水産試験場に魚を持ち込んで、それで魚病菌を特定して、薬剤耐性

菌等を調べた上で抗菌剤を業者さんが使うという非常にタイムリーなイメージでした。一

方で、この制度になったときのお話で、年度初めに使用量をあらかじめ申請するというシ

ステムは、かなり時間のかかる手順であるという印象を受けます。つまり、これはタイム

リーに漁病が起きているときの問題ではなくて、年度的にあらかじめ予想して、養殖業者

が抗菌薬を購入する制度なのでしょうか。1つ目の質問はこれです。 

○柳澤専門官 今の御質問ですけれども、そのとおりで、タイムリーに毎回毎回出すより

は、年度始めなどにまとめて1年分、現実的に大体1年間使える使用指導書を交付している

というところでございます。そして、いつでも指導書等に書かれている抗菌剤を買うこと

ができるのですが、病気が出るたびに指導機関などに相談して、こういう症状なのだけれ
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どもどの抗菌剤を使えばいいかと相談したりして、これなのですねというところで使った

りするという流れになっています。 

○木村専門委員 分かりました。ありがとうございました。これは、私、分からないので

すけれども、抗菌剤を予防目的で使うということは現場では行われていないと考えてよい

ですね。 

○柳澤専門官 予防に使うというのは基本的にないというか、原則やらないようにと言っ

て、もちろん海ですので、周辺、同じ海域で出始めたという頃になってきて、ちょっと怪

しいなとなると使っている可能性はゼロではないと思うのですけれども、そこら辺は福田

先生のほうが詳しいかもしれません。 

○福田専門参考人 基本的に予防的な投薬というのはないのですが、例えばある養殖業者

さんが10個生けすを持っていて、その一つの群にだけ出たときに、その群１つだけに投薬

するかと言われると、それは基本的になくて、隣接した未発症の魚病が確認されていない

生けすに投薬されるということは当然あるわけで、それを予防的と言えば予防的になって

しまうかもしれませんが、漁場全体を群として見れば、私は治療的に投薬されていると考

えてよろしいかと思います。 

○木村専門委員 分かりました。全く魚病が起きていないのにあらかじめ年度初めに購入

量の申請をしているので、予防に使ってしまおうということは現場では行われていいない

と理解してよろしいかということです。 

○福田専門参考人 基本的にそういうふうに理解していただいて結構です。抗菌性物質自

身はかなり高価なものですので、その辺、養殖現場では軽く使えるものでもないと考えて

いただいてよろしいかと思います。 

○木村専門委員 ありがとうございました。 

 続けてもう一つだけよろしいですか。柳澤様に確認させていただきたいのですが、エリ

スロマイシンを現場で一辺倒で使っているのだけれども、もう少しいろいろな薬剤を使う

ように指導の通知を出したというお話に私はひっかかったところがあるのですが、基本的

にこのワーキングでも結局ヒトへの薬剤耐性菌が健康被害を与えるという意味で言うと、

全地球的にできるだけ生産現場では抗生剤を使う量を減らしていく。それは、種類も含め

て減らしてゼロにすれば一番いいという話になってくると思うのですが、今回もポイント

なってくるエリスロマイシンの話が出てくると思うのですが、その剤を広げていくという

話は、やはりエリスロマイシンだけでは現場的には魚病を防げないという意味で、やむを

得ずもう少し剤の種類を広げる通知を出しているということでしょうか。 

○柳澤専門官 お答えいたします。どちらかというと、エリスロマイシンをずっと使って

いると、いずれ薬剤耐性菌が出てくるのではないかというところと、モニタリングの中で

もほんのわずかですけれどいくつか出てきましたので、この後増えていくことを懸念して、

エリスロマイシンばかり使わないでほかのものも使えるように、全く知らなくて一回使い

始めようとしても、使い方とかいろいろくせとかもありますし、金額のこととかもありま



30 

 

すので、全く知らない状況ではなくて、まずこういうものがあるということを周知するこ

とと、使用方法をある程度確認しておいてくださいというところで、今、エリスロマイシ

ンが効かなくなったということではないです。もしもエリスロマイシンが効かなくなった

ときのために、もしくはエリスロマイシンの耐性菌が出ないために、今のうちからサイク

リング療法といいますか、幾つか選択肢を持っておいて準備しておいてくださいという意

味での通知でした。 

○木村専門委員 分かりました。ありがとうございました。 

○矢野課長補佐 荒川先生、蒔田先生が挙手されております。 

○荒川座長 よろしくお願いします。 

○蒔田専門委員 柳澤先生に質問なのですけれども、使用指導書について、都道府県や農

林水産省で出された指導書の把握とか集計のシステムがあるかということが一つ。 

 もう一つなのですけれども、先ほどの抗生物質の販売高は日本の企業さんから入ってく

ると思うのですが、輸入の抗生物質を業者さんが使うということはあり得るかというこの2

点についてお願いいたします。 

○柳澤専門官 かしこまりました。 

 1点目、使用指導書などを管理するシステムになっているかというところですが、システ

ムとしてはなっています。私の資料の9ページなのですけれども、使用指導書制度の中で、

専門家が使用指導書を交付したり、使用記録表をもらったりすると、それを必ず指導機関、

いわゆる都道府県の水産試験場などに提出することになっています。機関の長はそれをも

って指導機関の職員にその事実を情報共有したり、または動物、家畜部局にいる薬事監視

員にさらに使用指導書などを提供することにしています。 

 まだやってはいないのですけれども、この制度が始まってまだ3～4年ということもあり、

いずれやらなければいけないと思っているのですが、今のところ、集まった使用指導書を

国が取りまとめてデータ発表するというシステムというかそういう活動はまだできていな

いというのが正直なところです。 

 2点目なのですけれども、輸入した抗菌剤を使っているかということなのですけれども、

可能か不可能かで言えば、獣医師であれば輸入して使うことができるので、可能ではある

と思います。ですが、表立ってというか、我々のほうで把握しているかと言われると、今

のところは把握できていないところではあります。獣医師による診療がまだ水産の分野で、

最近ちょっと進んで獣医師を起用しようって動きになっているのですけれども、まだ本当

に10％に満たないというか、このぐらいのところなので、まだ把握できていないところで

あります。以上になります。 

○蒔田専門委員 ありがとうございました。 

○荒川座長 ほかはいかがでしょうか。それでは、早山先生、先にお願いいたします。 

○早山専門委員 貴重なお話ありがとうございました。2つ確認させてください。 

 1つ目は、JVARMで健康な魚の調査を始めたということですが、サンプルサイズはどれく
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らいになりそうかということです。 

 もう一つは、講演の話から直接は触れられてはいなかったのですが、魚に抗生物質を使

う場合に、出荷前には抗生物質を使わないようにするというような投薬の制限はあるので

しょうかという2点です。お願いします。 

○柳澤専門官 お答えいたします。 

 1点目、サンプルサイズの話ですけれども、今、手元に仕様書がなくて詳しくお話しでき

ないのですが、まず、今年試行的にやっているということもありまして、ざっくり言うと、

九州、四国の県に協力していただいて、その紹介で各県1～2の養殖業者に協力していただ

いて、出荷するときに10尾ぐらい分けてほしいというような形でサンプルしているところ

です。それが疫学的に正しいかどうかというようなところはまだ検証できていなくて、ま

ずは養殖業者さんが協力してくれるかどうか、今回も協力したくないと、別に深い意味は

なく、単純に忙しいからとか、出荷のときにそんなことはしていられないだろうというこ

とで協力してくれない養殖業者さんもいらっしゃいますので、そういうところも鑑みなが

ら、制度というかモニタリング自体ができるのかというところをまず10尾で試してみてい

るところです。 

 2つ目の質問、魚に抗生物質を出荷前に制限するかというところなのですけれども、家畜

でも同じなのですが、使用基準というものがありまして、いわゆる抗菌剤を使って残留の

観点でこれぐらい期間を空けないと出荷してはいけないよという使用禁止期間が決まって

いるのですけれども、その場合も同様に決まっておりまして、例えばエリスロマイシンも

ぶりにあげるのだったら30日間使用禁止にしますという制度があるというのは事実です。 

○早山専門委員 ありがとうございました。 

○荒川座長 では、池先生、お願いいたします。 

○池専門参考人 先生のお話の中に感受性試験の方法に関することがありました。CLSIの

基準はアメリカの基準で、国際的な基準ではないです。感受性試験については、broth 

dilutionとdisk diffusionとagar dilutionがあります。CLSIはbroth dilution、disk 

diffusionを一般に使っているということだと思います。それぞれ3つの方法における結果

には大きな差はないと思います。日本ではagar dilution methodが使いやすく広まったと

思います。アメリカではbroth dilutionとdisk diffusionががよく使われていたのだと思

います。ですから、日本においては、家畜関連においても、多分日本のいろいろな基礎ラ

ボにおいてもagar dilution methodがよく使われていると思います。それらのデータも他

の方法と思います。歴史的には、agar dilution methodは、フランスのパスツール研究所

で行っていたものを日本で改良して広まったものです。 

○荒川座長 ありがとうございました。コメントということですね。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。予定時間もかなり押してきておりますので、

質疑についてはこの程度で終わらせていただいて、それでは、これまでの御発表内容、質

疑内容を踏まえまして、次のトライアルのほうに進みたいと思います。事務局より説明を
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お願いいたします。 

○矢野課長補佐 了解いたしました。 

 それでは、ハザードの特定のトライアルに移りたいと思います。水産は今回初めてです

ので、先生方にもいろいろと大変有益な情報を頂戴いたしまして、時間が押すのはしよう

がないと思っております。したがいまして、できるところまでやって次回以降また検討を

進めればいいと思っております。それでは、できるところまで御説明を進めさせていただ

きます。 

 資料３をお手元に御準備ください。 

 ハザードの特定を行うときには、まず初めに、必要な情報についてまとめた紙を確認す

ることになっております。資料３はいつもの評価書の前半部分を現状事務局にて入手可能

な情報を基に仮に作成したものでございます。 

 正直な話、今、柳澤専門官と3人の専門参考人の先生方に御教示いただいた内容がそのま

まここに入るといった形になりますので、簡潔に、水産に関連した部分を重点的に御説明

だけさせていただきます。 

 まず、2ページを御覧ください。申し訳ございません。水産に関する部分と言ったのです

が、1点だけミスがございましたので、畜産の部分なのですが、訂正だけさせてください。 

 2の経緯のところでございます。御存じのとおり、マクロライド系抗菌性物質の評価は畜

産で完了しておりまして、14員環、16員環については牛、豚、鶏は低度、蜜蜂と馬を無視

できる程度という形で答申しております。こちらについて間違いはございません。 

 15員環なのですが、少し修正をさせてください。こちらは個別にツラスロマイシン及び

ガミスロマイシンについて評価要請を受けておりまして、この記載では双方中程度で答申

したという記載があるのですが、こちらが間違いでして、豚に関しては中等度として答申

しておりますが、牛はこのとき特定されたのがカンピロバクターだったのですけれども、

こちらのマクロライドの耐性率が低いことから結果を低度としております。おわびして訂

正させていただきます。 

 それでは、水産のお話に戻りたいと思います。 

 ３の評価の範囲を御覧ください。評価の範囲では、対象とする抗菌性物質、適応症、対

象の魚種の明確化をしております。 

 まず対象とする抗菌性物質ですが、こちらは何度も連呼しているとおり、エリスロマイ

シンとなります。 

 適応症はレンサ球菌症となります。 

 次の3ページのほうにレンサ球菌症について少し記載してあります。こちらは廣野先生と

福田先生のプレゼンにもございましたが、レンサ球菌症は必ずしも海産の魚で発生するわ

けではなく、淡水の魚でも発生いたしますので、それを記載してあります。ですが、その

ほとんどがぶり類における発生ということですので、今回の対象とする魚種はぶり類とし

ております。 
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 ちなみに、これはぶり類の定義ですが、明示的にこれがぶり類だというのはどこにも記

載されておらず、俗に含まれるぶり、ひらまさ、かんぱちを対象としております。 

 なお、途中、薬物動態のところにおいてはまちというのが出てくるのですが、こちらは

中型のぶりの関東における名称ということですので、（はまち）としておるところでござ

います。 

 また、3人の先生方と柳澤専門官のお話の中では、近年、レンサ球菌症でワクチンが効か

なくなってきて、新たなワクチンの開発を行っているとか、それがエリスロマイシンの使

用量に響いているといったお話を頂戴しております。こちらも参考までに記載させていた

だきました。 

 以上が前提の部分なのですが、四角の中に書いてあるのですが、事務局より2点ほど今後

推薦の評価を行うに際して評価書に記載したほうがいいのではないかと思われる点を提案

してあります。 

 まず1点目が、評価対象とする魚に関する記載でございます。畜産に比べまして、魚は生

産地や生産規模、生産方法といったものにかなり特色があるのではないかと思っておりま

す。ですので、こういった情報は記載しておいたほうがいいのではないかなと思っており

ます。 

 2点目が適応症に関する記載です。どんな魚に感染するのか、原因菌の特徴、先ほど先生

方から教えていただいたとおり、いろいろな抗原性によって種類があるといった部分の記

載をしておいたほうがいいのか。 

 この2点については、事務局が資料を作成していて足りないのではないかなと思った点に

なります。この点は後ほど時間がございましたら御審議をお願いしたいと思っております。 

 先に説明を全て終わらせてしまいたいと思います。 

 ここから、詳細につきましては平松より御説明をさせていただきます。 

○平松評価専門職 続いて、4ページ以降のハザードの特定に関する知見について、今回の

ぶり類の部分を中心に御紹介したいと思います。 

 まず、4ページには今回の評価対象であるエリスロマイシンの名称、化学構造等をまとめ

ております。 

 5ページの下の部分に、（２）として評価対象成分の系統と記載しておりますが、エリス

ロマイシンは14員環構造を有するマクロライドであり、関連する系統としては、次のペー

ジにございます表2のとおり、15員環、16員環マクロライト、それに加えて作用機序が類似

しているリンコマイシン系があることを記載しております。 

 続いて、6ページの（３）にエリスロマイシンの使用方法について記載があります。基本

的に先ほど冒頭のプレゼンで御紹介いただいたとおりです。 

 1点、早山先生からの質問に関連して、エリスロマイシンについては、水揚げ前の30日間

については使用禁止期間として定められています。 

 続いて、7ページの使用状況に関する記載です。こちらもプレゼンで御紹介がありました
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とおり、エリスロマイシンは販売量が増えているというお話がありました。 

 8ページに具体的にどれぐらい使われているかというのを表4としてまとめてあります。

表4の一番下の段が水産用エリスロマイシンの使用量でして、2015年以降増加していて、

2019年においては約107トン、水産用に使用される抗菌性物質の約半分、動物に使用される

抗菌性物質の約12.7％を占めております。 

 ここの部分に関して、早山先生から、魚病の診断方法であったり、薬剤の処方・投与方

法についていろいろ御質問いただいていたのですが、こちらは冒頭のプレゼンで詳細に先

生方から説明いただけましたので、そちらをもって代えさせていただきます。 

 続いて、10ページから抗菌活性の情報がございます。こちらは家畜の評価を行った際と

共通の情報なので、基本的には割愛させていただきます。作用機序であったり、抗菌スペ

クトルはその際と共通のものです。リボソームに結合することでタンパク質合成阻害によ

る静菌作用を示し、グラム陽性菌、塩基性菌に活性を示すというものです。 

 先ほど使用量が増えているというお話がありましたが、耐性率にもプレゼンで御紹介い

ただいたとおりなのですけれども、12ページから具体的にぶり類の病原菌に対するMICの分

布ということで現在ある情報をまとめております。 

 具体的には、13ページに表7として病魚由来のLactococcus garvieaeの耐性率の推移を示

してあります。古下先生からも御紹介がありましたとおり、エリスロマイシン、EMと書い

てある段です。エリスロマイシンについては、変動はあるものの低く抑えられていて、感

受性が維持されていると考えられるような結果となっております。 

 続いて、14ページを御覧ください。こちらは指標細菌及び食品媒介性病原菌に対するMIC

の分布という項目です。指標細菌につきましては、お時間がありましたら後ほど詳細に御

議論いただきますので、何が該当するかという話は後ほどに説明させていただきたいと思

います。 

 食品媒介性病原菌については、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオを最初に事

務局からの案として提案しておりましたが、木村先生から、黄色ブドウ球菌は食中毒細菌

としてはエンテロトキシンによる毒素型ですので、感染を起こすことはなく、薬剤耐性菌

の観点ではここに記載するのは不適当ではないかと御指摘をいただきました。これを受け

て黄色ブドウ球菌を削除しております。 

 指標細菌や食品媒介性病原菌に該当するような細菌について幾つか考えられるのですが、

現状、体系的なデータがあるものとしてはビブリオ属菌のみとなっております。 

 表9に健康魚由来のビブリオ属菌のデータを、次のページの表10に病魚または養殖環境由

来のビブリオ属菌のデータを現在あるものをまとめております。表10はJVARMで実施したも

ので、表9は食品安全委員会で2017年に調査事業を行いまして、その際の結果を記載してい

るものです。御覧のとおり、健康魚の由来の細菌に関する薬剤感受性のデータにつきまし

ては現状限られている状況ですが、先ほど柳澤様から御紹介がありましたとおり、今後モ

ニタリングが始まるという状況のようです。 
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 続いて、15ページのマクロライドの基本的な耐性基準につきましても家畜の際と同様で

すので、割愛させていただきます。 

 3種類ほど耐性機序が基本的な機序としてあるということ、そして、次の表11です。マク

ロライドと関連するリンコマイシン、ストレプトグラミンに対する耐性遺伝子とそれらの

交差耐性についてまとめた表を掲載しております。 

 耐性遺伝子については、特に国内のぶり由来のお話につきまして、16ページの一番下の

部分から17ページにかけて情報を記載しております。国内では、ぶり由来ではなくて

Lactococcus garvieae で は erm 遺 伝 子 や lsa 遺 伝 子 が 、 類 結 節 症 の 原 因 菌 で あ る

Photobacterium damselae subsp. piscicidaからはerm遺伝子が検出された報告などがある

と情報を記載しております。 

 ここは魚関係の情報をまとめておりましたが、浅井先生から、魚ではないのですが、牛

乳由来のLactococcus garvieaeだったり、その他Lactococcus lactisから耐性遺伝子のmdt

遺伝子を検出した論文を２報いただきましたので、机上配付資料３として配付しておりま

す。mdt遺伝子というものが薬剤の排出により耐性を付与するものとして検出されています

が、Lactococcus garvieaeから検出されたmdt遺伝子では変異が認められ、保有株に耐性を

付与していなかったというような報告でございました。 

 続いて、19ページの６、関連するヒト用抗菌性物質の部分を御覧ください。 

 マクロライドとほかの系統の交差耐性について、まずマクロライドの中ではエリスロマ

イシンは14員環ですが、14員環マクロライド間での耐性は一貫して認められます。耐性の

型によって14、15、16員環全てに耐性を示すものもあれば、16員環には耐性を示さないと

いうものもあり、14員環、15員環マクロライドと16員環マクロライドの間の交差は不完全

です。また、一部の耐性の型では、マクロライドとリンコマイシンとストレプトグラミン

Ｂ群抗生物質全てに耐性を示すMLSB耐性が引き起こされますが、そのうち、ストレプトグ

ラミン系については現在国内でヒト用医薬品としての使用はありません。 

 そのため、マクロライド系とリンコマイシン系について今回は考慮しておりまして、21

ページの表15では食品安全委員会の重要度ランクづけにおけるこれらのランクを記載して

いるところです。エリスロマイシン以外の14員環、15員環マクロライドが一番上のIに、エ

リスロマイシンとリンコマイシン系がIIに、16員環マクロライドがIIIに分類されておりま

す。その下にはマクロライドやリンコマイシンがヒトの医療現場においてどのように使わ

れるかというような情報を記載しているところです。 

 ここまでで説明は以上ですが、今回はトライアルということで、これまで家畜の評価の

際には記載や収集をしていなかった情報で、養殖魚の評価を行うに当たっては追加すべき

ような情報があるかという点について、冒頭、矢野から説明いたしました対象動物であっ

たり、適応症に関する情報も含めて、その点について特に御審議をお願いしたいと考えて

おります。基本的情報の説明は以上です。座長にお返しします。 

○荒川座長 ありがとうございました。それでは、ハザード特定に必要な情報について、
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先ほどの資料の3ページの四角囲みにありますように、対象動物、要するに魚の種類を増や

す必要があるかとか、適応症というのも、いろいろな病態とか菌による感染症もあると思

うのですけれども、この辺について記載する項目をさらに追加するかどうかということに

ついて御意見をいただきたいと思うのですが、何かコメント等はございますでしょうか。 

 今回はぶり類を中心に検討するという提案なのですけれどもこれについてはよろしいで

しょうか。何か御質問、御意見は。お願いいたします。 

○廣野専門参考人 廣野です。小さいことなのですけれども、ぶり類、ぶり、ひらまさ、

かんぱちの3種なのですけれども、最近、養殖対象としてぶりひらというぶりとひらまさの

ハイブリッドが養殖されてマーケットに出てきておりますので、そういったことを御存じ

ない方がぶりひらとは何となるかもしれないので、一応紹介させていただきました。 

○荒川座長 ありがとうございました。 

 ぶりひらは、実際に量はどのぐらい出回っているのですか。 

○廣野専門参考人 まだそんなに多くなくて、近畿大学が水産研究所の養殖室で作ってい

て、5万尾を目指すということがプレスリリースなどでは出ておりました。昨年は実際にマ

ーケットにも出てきております。かなり以前にも近畿大学は作っていたのですけれども、

10年以上前だと思いますが、そのときはイメージ的にあまりよくなかったということで、

あまりマーケットには出なかったのですけれども、去年ぐらいからまたマーケットには結

構出てきているというのが業界紙などにも出ております。 

○荒川座長 ぶりひらもぶり類の中に入れて、視野に入れていくという御提案なのですけ

れども、ぶりひらにすると例えば感染症にかかりにくいとか、成長が早いとか、味がいい

というメリットは何かあるのですか。 

○廣野専門参考人 味がよくなって、脂の乗りがよくなって、歯ごたえもよくなるという

ことが言われています、脂が乗りやすいというのがぶりの特徴で、少し歯ごたえがあると

いうのがひらまさの特徴で、それの両方を持つということで作られてマーケットに出てき

ております。 

○荒川座長 恐らくこれから増えてくる可能性もあるかもしれませんけれども、一応ぶり

ひらというものもこのぶり類の中に視野に入れて、必要性が生じたら検討の対象に入れた

らどうかという御提案ですけれども、ほかはいかがでしょうか。浅井先生、お願いします。 

○浅井座長代理 浅井です。全然よく分からない部分なので教えていただきたいのですけ

れども、魚種によって分離される菌の感受性の違いとかというものは一般的に知られてい

るのかという点についてお願いいたします。 

○荒川座長 これについてどなたか詳しい方、魚種によって分類される菌の薬剤感受性パ

ターンは違うのかどうかと。 

○福田専門参考人 私はたくさんの例を知らないのですが、例えばLactococcus garvieae

はヒラメにも感染することがあります。ただ、ヒラメが例えばエリスロマイシンを使うこ

とができない魚種、かれい目ですので、実際にエリスロマイシンが使われることはほとん
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どない。特殊な獣医師の指示とかがない限り使われないわけで、そうすると、実際にはテ

トラサイクリン系の抗生物質で治療される場合が多いということになります。そうすると、

エリスロマイシン自身がほとんど使われないわけですので、そういう事例ではエリスロマ

イシンに対して常にかなり高い感受性を維持しているということはあろうかと思います。 

○荒川座長 分かりました。魚種によって同じ菌種でも薬剤耐性の感受性のパターンは違

う可能性もあるということですね。 

○浅井座長代理 そうすると、抗菌剤によって選択圧がかかって耐性が出ているというか、

耐性が分布していると解釈しても問題ないということでよろしいわけですね。 

○福田専門参考人 そういうケースが多いのではなかろうかと思います。 

○浅井座長代理 もう一つは、健康なぶりから取れるLactococcusとかという菌と病気のぶ

りから取れる菌というものは、感受性についての差は、家畜の場合は病畜由来のもののほ

うが高い傾向があるのですけれども、データがあまりないようなので、そうすると、病気

のぶりから取ったものとかで評価をしていってしまったときに過大評価になってしまうと

いう心配とかはあまり考えなくてもいいのかどうかについてコメントをいただきたいです。 

○福田専門参考人 古下先生、いかがでしょうか。 

○古下専門参考人 古下のほうから知っていることだけ言わせていただきたいと思います。 

 レンサについては、その辺りの話というのは正直私も分かりかねます。ですが、一方で、

ビブリオについては何も病気ではない魚からビブリオを分離して薬剤感受性試験をやった

のと、今、実際に病魚から分離されたビブリオというのをやっていたりしますけれども、

結論から言うと、さほど耐性としては変わらないなというのが実際に思うことです。 

 先ほどの補足ですけれども、例えばビブリオですと、同じ菌種であっても、やはり耐性

が出てくる魚種というのはかなり限られているなというようなイメージを持っています。

ただ、ここ最近ビブリオとかもそんなに耐性がむちゃくちゃ出るわけではないので、非常

に少ない数の話でさせていただいてはいますけれども、具体的な品種と種名とかというの

はあまり言及しないほうがいいのかもしれないので言いませんが、そういった傾向が見ら

れることはあります。 

○荒川座長 ありがとうございました。ほかに御質問はいかがでしょうか。 

 水産のことについては詳しい人が委員の中におられませんで、この際、もし御質問があ

れば積極的に尋ねていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 では、ここの3ページにありますように、事務局から、対象とする動物について記載する

ということと、適応症、いろいろな病型とか魚によって感染症のタイプがいろいろ違うと

は思うのですけれども、この辺について追加するかどうかということで、もし御意見があ

りましたらお願いしたいと思います。例えば何かこれはどうしても入れておかなければい

けないという魚があれば追加する必要があると思うのですけれども、いかがでしょうか。

ビブリオということでよろしいですか。 

 あと、適応症についても、α溶血性レンサ球菌感染症という具体的にLactococcus 
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garvieaeとかというものによる感染症も取りあえず対象にしてトライアルをしていくとい

うことかなと思うのですけれども。事務局のほうから何か説明や提案などはありますか。 

 早山先生、事務局に質問というか提案をされていますけれども、何か追加で御提案はご

ざいますか。 

○早山専門委員 特に追加ではないのですけれども、評価対象の背景を明確にするために

は対象とする動物とか適応症の情報は書いてあったほうがいいなと思っています。 

○荒川座長 具体的には、ぶり類、はまちやひらまさ、かんぱちなどを対象として、薬の

適応症としてはα溶血性レンサ球菌症を記入するということですね。ほかの先生方、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにコメントをいただいた木村先生や浅井先生、追加のコメントはござい

ますでしょうか。 

○矢野課長補佐 事務局から提案でございます。 

 途中で審議を遮ってしまって誠に恐縮なのですけれども、実はこの後2つほど議題が控え

ておりまして、可能であればそちらのほうにも時間を割きたいと考えております。魚に関

しては、今回これだけ多くの情報を頂戴いたしまして、消化するのに時間がかかると思い

ますので、もしよろしければ、本件に関しましては継続審議とさせていただいて、取り急

ぎここで審議を終えるというのを事務局のほうから提案させていただきたいと思います。 

 御検討よろしくお願いいたします。 

○荒川座長 分かりました。 

 それでは、今日まだ審議すべき、あるいは報告していただくべき課題がありますので、

ここまでの論議は一旦ここでストップしてその先に進めるということでよろしいでしょう

か。それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

○矢野課長補佐 了解いたしました。 

 そうしましたら、今日はそれほど合意に至った事項は多くないかとは思うのですけれど

も、事務局のほうで情報をさらに更新いたしまして、また次回の審議に備えたいと思いま

す。引き続きよろしくお願いいたします。 

○荒川座長 それでは、次の議題について事務局からの説明をお願いいたします。 

○矢野課長補佐 荒川座長、そうしましたら、議題（２）「ハザードである薬剤耐性菌の

考え方（案）について」につきまして、事務局より御説明をさせていただきます。 

○平松評価専門職 それでは、議題（２）について、資料６を用いて御説明いたします。 

 資料６は、これまでに実施してきていただいた各抗菌性物質の評価書において毎回記載

がありましたブレークポイントの考え方に関するものです。こちらは、評価指針の改正に

ついて前回までに御審議いただいた際に、評価指針には含めないものの、これまで統一的

に用いてきている考え方としてワーキンググループ決定として定めることに合意いただい

ておりましたので、今回改めてワーキンググループ決定案の形で御提示しているものです。 

 従来評価書に記載していた内容からそのまま持ってきておりますが、赤字で多くの修正
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が入っているように見えるのは、法令の観点から文章の書きぶりに関する修正を行ってい

るものでございまして、内容に大きな変更はございません。 

 なので、基本的に3種類、ブレークポイント、CLSIであったり、日本化学療法学会であっ

たり、細菌学的なブレークポイントの設定というものがありまして、評価で用いる知見に

ついては、これらのブレークポイントを採用している知見、それぞれの知見でいずれかを

採用しているものを複合的に用いて、評価においては総合的に行っていきますというよう

な基本的な考え方を示しているものです。 

 これについて、小西先生から1点御指摘といいますか御質問をいただいておりまして、裏

面にございますボックスの中に記載しております。 

 評価に用いるブレークポイントの基準を一定に決めることは難しいということは理解で

きますが、3つの基準のどれを用いるのか、優先順位のつけ方を記載する必要はないかとい

う御指摘でした。 

 こちらは、評価に当たっては、調査等を行ってブレークポイントを出てきたデータにつ

いて設定をするという場合には、御指摘のとおり、もちろん優先順位を定めるということ

が重要になってくるかと思いますけれども、評価に当たっては基本的に既にブレークポイ

ントがその知見の中で設定されておりまして、その設定したブレークポイントに応じて解

析であったり考察であったりをしている調査報告であったり、サーベイランスの結果を使

用して評価を行うこととなります。そのため、このワーキンググループ決定の中で、ブレ

ークポイントをどういう優先順位でつけていきましょうというようなことは記載する必要

はないかなと事務局としては考えております。この資料について説明は以上です。 

○荒川座長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御提案につきまして、御意見等はございますでしょうか。池先

生、お願いいたします。 

○池専門参考人 先ほどの話の中に、薬剤感受性のブレイクポイントの問題がありました。

ブレイクポイントの決め方には、細菌学的ブレイクポイント、CSLI,ユーキャスト、日本化

学療法学会等いくつかあります。例えばCSLIは臨床的な考え方と薬剤のPK-PD論理がはいっ

ています。この場合、薬の高用量により血中濃度が上昇した場合、薬剤の高用量における

高値のブレイクポイントが設定されることがあります。過去に、例えばある合剤の使用量

１日10ｇ以上で感受性ブレークポイントが64µgの例があります。64µg/mlのMICの菌には、

細菌学的な耐性菌も含まれ臨床的には無効な例もあるはずです。これを例えばこういった

家畜関連の議論の場に乗せられるかというと、多分不可能です。 

 化学療法学会の基準はよくわかりません。ユーキャストの基準もあります。各種専門家

が普遍的に議論できるということであれば、細菌学的なブレークポイントをまず基本に置

くということが大事かと思います。これならば、感受性と耐性、あるいは耐性遺伝子が存

在するものと耐性遺伝子が存在しないものが相当の確率においてはっきり分類できるはず

です。過去にこの委員会でもそれを採用してきたと思われます。細菌学的ブレイクポイン
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トに基本の軸を置いて、議論していくのが一つの基本であろうと思われます。以上です。 

○荒川座長 ありがとうございました。 

 今回は現在の資料６の案で、これはこれまで採用してきた文章を法令の観点から手直し

を少ししていただいたものを作っていただいたので、これをこの先しばらく踏襲していく

かという話で、新しくこの考え方をもう一回練り直すという話は今日の議題ではないので、

池先生の御提案は非常に大事だと思うのですけれども、取りあえずこれまでどおりの文章

で法令的に整備したものをこの先もしばらくは使っていくかどうかということだったと思

うのですが、順序をつける必要があるかないかという小西先生からの御提案については、

結局、これはあくまでも参考資料という考え方なので、こういう考え方がありますよとい

う紹介文書だと思いますので、順序をつけるとか新たにまた議論するというのは今回のこ

の作業ではなかなかそぐわないかなという気がするのですけれども、皆さんの御意見はい

かがでしょうか。浅井先生、御意見はありますか。賛成ということですね。ありがとうご

ざいます。ほかの先生方、いかがでしょうか。 

 御指摘いただいた点は検討課題として、今後もし考え方を大幅に改訂する場合は、また

そういう論議も進めていくということも念頭に置きながら、法令の型に入れていただいた

内容で、特に学術的にあるいは薬剤耐性菌の世界で大きなそごが生じたり、問題が起きる

ようなことがないかどうかという確認をしていただければと思いますけれど、私がざっと

見た感じでは特に大きな事実誤認とか誤解が生じるような修正はないように思います。 

 それでは、この資料６については、この方向で事務局のほうで最終的に取りまとめてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○荒川座長 特に御異論はないようですので、ありがとうございました。それでは、この

考え方については決定した文章として事務局のほうで取りまとめていただいて、食品安全

委員会に報告をしていただくことにいたします。ありがとうございました。 

 では、そういう形で事務局のほうで作業を進めてください。 

○平松評価専門職 承知しました。本件につきましては、今年度内にワーキンググループ

の座長から食品安全委員会に報告いただき、ワーキンググループ決定の文書として決定さ

れましたら、ホームページ等にも掲載させていただきたいと思います。 

○荒川座長 それでは、事務局は引き続きよろしくお願いいたします。その他、事務局の

ほうから何かありますでしょうか。 

○矢野課長補佐 「その他」の項目がございまして、1点御報告がございます。 

 食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度ランクづけに

ついて、いわゆる重要度ランクというものです。こちらは前回のワーキングまでに改正の

御審議をいただきました。現在パブリックコメントに付しているところでございます。 

 この審議の中で1つ皆様にお約束したことがございまして、今回改正に当たってランクが

変更になった抗菌性物質について、なぜそのランクが変更になったのかというところをワ



41 

 

ーキングの資料として残して、後世に何でそういうことが起こったのかということが分か

るようにしておくべきであるという御指摘を頂戴しておりました。 

 そちらが資料７として事務局のほうでまとめております。こちらは今までの審議をあく

までまとめたものでございますので、御説明も割愛させていただきたいなと思っておりま

す。もし修正等がございましたら御連絡だけ頂戴できればと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○荒川座長 ありがとうございました。それでは、この資料７については、もし何かお気

づきの点などがあれば事務局のほうに寄せていただくということでよろしくお願いいたし

ます。その他、何かありますでしょうか。 

○矢野課長補佐 いえ、特にございません。 

 先生方におかれましては、お忙しい中、ありがとうございました。特に今回、水産で初

めて審議をするということで、多くの情報提供いただきました先生方に改めて感謝申し上

げます。次回のワーキング会合は、調整ができ次第改めて御連絡を差し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○荒川座長 それでは、本日の議事はこれで全て終了いたしました。 

 以上をもちまして閉会いたします。どうもありがとうございました。 

（了） 


